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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから福祉常任委員会を開催いたします。 

 去る６日の本会議において福祉常任委員会に付託となりました議案について御審議いただくわ

けですが、その前に野々部議長から御挨拶を受けたいと思います。 

議  長（野々部 享君） 

 皆さん、おはようございます。 

 福祉常任委員会の御出席、本当に早朝よりお疲れさまでございます。 

 今日は市長、副市長も御出席ということで、しっかりと審議をしていただきたいです。 

 先ほど委員長が言われましたように、この委員会に審査付託されました議案につきまして慎重

に審議をお願いいたします。 

 では、よろしくお願いいたします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、市長から御挨拶を受けたいと思います。 

市  長（永田 純夫君） 

 改めまして、おはようございます。 

 本日は委員の皆様方には大変お忙しい中、早朝より福祉常任委員会の御出席、大変御苦労さま

でございます。 

 まずもって、本定例会におきましては、私と、そして副市長をはじめ幹部職員がコロナに感染

をしてしまいまして、とりわけ議会運営、そして議員の皆様方には大変御迷惑をおかけいたしま

した。改めましてお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 

 現在は幸いにしてどの職員も後遺症もなく元気に出勤をいたしております。引き続き、市の発

展のために頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は付託になりました案件につきまして慎重に御審議を賜り、全ての案件につきまして御賛

同を賜りますようにお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 ありがとうございました。 

 傍聴者はお見えですか。 

議事調査課主事（清本 紫音君） 

 一般傍聴者はお見えになりません。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 当委員会に付託された所管は、市民環境部と健康福祉部の各所管です。 

 審議日程といたしまして、本日、市民環境部の審査をいただきまして、明日、健康福祉部の審

査をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

 それでは、最初に、認定第１号 令和３年度清須市一般会計決算認定について、所管ごとに歳

入歳出続けて説明をお願いします。 

 北神市民課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課の北神です。 

 認定第１号 令和３年度一般会計歳入決算のうち市民環境部の所管分につきましては、私のほ

うから一括して御説明いたします。 

 それでは、令和３年度清須市歳入歳出決算書の１８ページ、１９ページを御覧ください。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、２目衛生費負担金、予算現額７千４１５万５千円、収

入済額７千２８０万５千８７９円、１枚はねていただきまして、２０ページ、２１ページを御覧

ください。１節保健衛生費負担金のうち備考欄の２行目、斎苑施設周辺環境改善費負担金７千１

６２万８千９６９円です。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料、予算現額２４万円、収入済額１６万

円、１節保健衛生使用料、新川墓地使用料です。 

 ４目農林水産業使用料、予算現額１７万９千円、収入済額２０万４千２８０円、１節農業使用

料、市民農園使用料です。 

 ５目商工使用料、予算現額１千８３０万５千円、収入済額１千２４８万４千円、１節商工使用

料、清洲城天主閣入場料と芸能文化館等使用料です。 
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 ２項手数料、１目総務手数料、予算現額２千３７５万８千円、収入済額２千３０１万８千２２

８円、１節総務管理手数料のうち備考欄の１行目、自動車臨時運行許可手数料２８万２千円と１

枚はねていただきまして、２２ページ、２３ページを御覧ください。３節戸籍住民基本台帳手数

料１千９４２万７千８００円で、備考欄の一番上、戸籍手数料から一番下、個人番号カード再交

付手数料までです。 

 ２目衛生手数料、予算現額１億６千３６２万８千円、収入済額１億５千５９９万７千７３０円、

１節保健衛生手数料のうち備考欄の１行目、新川墓地清掃管理手数料４２万９千円と２節清掃手

数料１億５千２７７万４千１７０円で、備考欄の一番上、家庭系一般廃棄物処理手数料から備考

欄の一番下、一般廃棄物処分業許可申請手数料までです。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、予算現額３億７千３４５万５千

円、収入済額３億５千７７６万１千円、収入未済額２９４万８千円、１枚はねていただきまして、

２４ページ、２５ページを御覧ください。２節戸籍住民基本台帳費補助金４千５３９万３千円で、

備考欄の一番上、個人番号カード交付事務費補助金から一番下、戸籍事務オンライン化整備費補

助金までです。収入未済額につきましては、社会保障税番号制度システム整備費補助金で、シス

テム改修に遅れが生じたことにより年度内完了が困難となってため、令和４年度へ繰り越すもの

です。 

 ４目商工費国庫補助金、予算現額１千７８万５千円、収入済額１千６６万３千６７７円、１節

商工費補助金で、地方創生推進交付金です。 

 １枚はねていただきまして、２６ページ、２７ページを御覧ください。 

 ３項国庫委託金、１目総務費委託金、予算現額７４万７千円、収入済額７２万２千円、２節戸

籍住民基本台帳費委託金６９万２千円で、中長期在留者住居地届出等事務委託金です。 

 ２目民生費委託金、予算現額１千１２４万４千円、収入済額１千１５５万８千４９９円、１節

社会福祉費委託金１千１２９万９千２１９円で、国民年金事務費交付金です。 

 １６款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、予算現額１０億７千１９６万円、収入

済額９億９千１４９万４千６９円。１枚はねていただきまして、２８ページ、２９ページを御覧

ください。１節社会福祉費負担金のうち備考欄の１行目、国民健康保険保険基盤安定負担金１億

８千８４３万７千１５５円と２行目の後期高齢者医療保険基盤安定負担金で１億１１５万１千８

７０円です。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金、予算現額８億４６９万３千円、収入済額７億５千７８１
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万９千４４３円、１節社会福祉費補助金のうち備考欄の１行目、福祉医療費支給事業補助金１億

８千７３４万９千円と２行目の後期高齢者福祉医療支給事業補助金で５千３１２万７千円です。 

 ３目衛生費県補助金、予算現額１千３８万１千円、収入済額８３３万６千４２５円、１節保健

衛生費補助金のうち備考欄の１行目、住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金１１０万円で

す。 

 １枚はねていただきまして、３０ページ、３１ページを御覧ください。 

 ４目農林水産業費県補助金、予算現額２千７６２万５千円、収入済額２千６２２万５千６５０

円、１節農業費補助金のうち備考欄の１行目、農業委員会交付金から４行目の国有農地等管理処

分事業事務取扱交付金で２００万１千円です。 

 ５目商工費県補助金、予算現額２千５４７万８千円、収入済額２千４７２万１千４００円、１

節商工費補助金で、備考欄の一番上、げんき商店街推進事業費補助金から一番下、新あいち創造

産業立地補助金までです。 

 ３項県委託金、１目総務費委託金、予算現額１億３千２２４万６千円、収入済額１億４千１０

万７千８３０円、１枚はねていただきまして、３２ページ、３３ページを御覧ください。４節統

計調査費委託金のうち備考欄の１行目、人口動態調査事務市町村交付金７万３千２２３円と２行

目の人口動向調査事務市町村交付金７万４千円です。 

 ３目衛生費委託金、予算現額２４万８千円、収入済額２４万８千９１３円、１節保健衛生費委

託金で、地下水位調査委託金と地盤沈下観測所管理委託金です。 

 １枚はねていただきまして、３４ページ、３５ページを御覧ください。 

 １８款寄附金、１項寄附金、６目商工費寄附金、予算現額１０万円、収入済額１０万円、１節

商工費寄附金です。 

 １枚はねていただきまして、３６ページ、３７ページを御覧ください。 

 ２１款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、予算現額１億２千３９２万５千円、

収入済額１億７２４万２千５０７円、収入未済額１千６５８万２千２０７円、１節貸付金元利収

入のうち備考欄の１行目、金融信用貸付金収入２００万３８円と２行目の商工業振興資金収入１

億５００万８千６６９円です。 

 ５項雑入、２目雑入、予算現額６億４千８６０万９千円、収入済額６億４千２０２万５千１５

６円、収入未済額１千５２３万５０９円、１枚はねていただきまして、３８ページ、３９ページ

を御覧ください。３節民生費雑入のうち備考欄の２０行目、後期高齢者医療広域連合派遣職員人
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件費戻入金４７０万３千６４３円です。 

 ４節衛生費雑入のうち備考欄の３行目、不法投棄未然防止事業協力金から１０行目、廃油売却

代金までで、２千３０４万１千８５５円です。 

 ５節農林水産業費雑入のうち備考欄の１行目、農業者年金事務委託金から４行目の農業体験塾

参加料までで、１５７万７千２４３円です。 

 ６節商工費雑入１６７万３千９００円で、備考欄の一番上、商工業振興資金貸付信用保証料返

戻金から１枚はねていただきまして、４０ページ、４１ページを御覧ください。清須げんき商品

券未使用分購入費返戻金までです。清須げんき商品券未使用分購入費返戻金は、昨年度の清須げ

んき商品券販売済商品券のうち使用されなかった券面額分に対する市商工会からの返戻金になり

ます。 

 令和３年度一般会計歳入決算のうち市民環境部所管分につきましては以上です。 

 引き続き、市民環境部歳出決算について、各担当課長より御説明いたします。 

 引き続きまして、市民課所管分の歳出について御説明します。 

 清須市歳入歳出決算書の５０ページ、５１ページを御覧ください。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、予算現額２億１千８２２万

６千円、支出済額１億９千８５５万５千６８３円、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金

までです。主なものといたしましては、個人番号カード交付機窓口管理費です。 

 市民課所管分につきましては以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課長、三輪です。 

 ５６ページ、５７ページを御覧ください。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、予算現額３１億８千６３３万９千円、支

出済額２８億１千８６１万９１１円、１節報酬から２７節繰出金までです。 

 保険年金課所管分は備考欄を御覧いただきまして、中ほど、国民年金費２３万４千２４０円、

その２つ下、国民健康保険特別会計繰出金５億５千４５万３千１８７円、下から１１行目、後期

高齢者医療特別会計繰出金７億７千４８４万４千１６０円です。 

 １枚はねていただきまして、５８ページ、５９ページを御覧ください。 
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 ４目福祉医療費、予算現額７億９千５４１万８千円、支出済額７億２千４３６万９千３２８円、

８節旅費から１９節扶助費までです。 

 内容といたしまして、備考欄の医療費支給事務費及び子ども、障害者、精神障害者、母子・父

子家庭、後期高齢者福祉の各医療費支給費です。 

 保険年金課所管分は以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 生活環境課の松村です。 

 引き続き、生活環境課所管分の歳出について御説明いたします。 

 ７０、７１ページをお願いします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、予算現額２億１千８６６万１千円、支出済額

２億１千５９２万４千２２１円、８節旅費から１枚はねていただきまして、７２、７３ページを

お願いします。１８節負担金、補助及び交付金まででございます。生活環境課所管分の主なもの

につきましては、斎苑施設費１億３４０万６千４７０円の五条広域事務組合斎苑施設負担金でご

ざいます。 

 次に、４目公害対策費、予算現額２８４万３千円、支出済額２３３万５千２４３円、続きまし

て、７節報償費から１８節負担金、補助及び交付金までで、公害対策費でございます。 

 続きまして、２項清掃費、１目清掃総務費、予算現額２億３千１６万８千円、支出済額２億３

千１６万８千円、１８節負担金、補助及び交付金で、五条広域事務組合清掃処理負担金でござい

ます。 

 ２目塵芥処理費、予算現額１０億４千６５２万４千３２３円、支出済額１０億４千７７万５千

９２１円、７節報償費から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。主なものにつきま

しては、ごみ収集処理費９億５千４６３万７千７３９円でございます。 

 続きまして、３目し尿処理費、予算現額８千５３５万１千６７７円、支出済額８千５３５万１

千６７７円、１２節委託料及び１８節負担金、補助及び交付金でございます。主なものにつきま

しては、し尿処理費８千５３５万１千６７７円でございます。 

 生活環境課所管分につきましては以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 続きまして、産業課所管分について御説明させていただきます。 

 ７４ページ、７５ページをお開きください。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、予算現額２０１万７千円、支出済額２００万円、

２０節貸付金、金融信用貸付預託金２００万円でございます。 

 続きまして、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、予算現額４５３万８千円、

支出済額４３５万４千５７２円、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 ２目農業総務費、予算現額３千７１２万６千円、支出済額３千６７５万７千７７７円、１節報

酬から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。そのうち産業課の主なものとしまして

は、食育推進費１７９万２７５円です。 

 １枚おめくりいただき、７６、７７ページをお開きください。 

 ３目農業振興費、予算現額４６８万２千円、支出済額４３４万５８０円、１０節需用費から１

８節負担金、補助及び交付金まででございます。主なものにつきましては、農業振興対策費２１

２万６千６３０円、農業振興施設費２０１万６千７３２円でございます。 

 少し下段に下がりまして、７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、予算現額５千８６９万

４千円、支出済額５千８４８万３千７３４円です。２節給料から１８節負担金、補助及び交付金

まででございます。主なものにつきましては、清洲地区に立地をする企業が行いました工場設備

増設に対する補助を愛知県と一緒に行いました企業再投資促進奨励金１千９５４万２千円でござ

います。 

 続いて、２目商工業振興費、予算現額３億７千１７２万円、支出済額３億４千３３７万９千２

６４円、１節報酬から１枚おめくりいただき、７８ページ、７９ページの２０節貸付金まででご

ざいます。主なものにつきましては、地方創生推進交付金を活用しましたまち・ひと・しごと創

生総合戦略推進費２千１３２万７千３５５円、げんき商品券の販売を行いました地域消費喚起・

生活支援費９千７４３万９千８１５円、県独自の認証制度あいスタ認証制度を飲食店舗に周知を

図り、飲食店舗を含む接客形態事業者が行います感染症対策に対する補助を行いました新型コロ

ナウイルス感染症対策事業者支援費８千２７１万１９１円でございます。 

 続きまして、３目観光費、予算現額５千７４４万１千円、支出済額５千４４９万６千７２９円、
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１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。主なものにつきまして、清洲城

や清洲公園、清洲古城跡公園、清洲ふるさとのやかたの管理費でございます。 

 ４目消費者行政推進費、予算現額２５６万円、支出済額２４０万１千２５６円、１節報酬から

１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 令和３年度一般会計歳入歳出決算のうち市民環境部所管分の説明は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ただいまから審議に入るわけですが、質疑者、あるいは答弁者は必ず挙手をしていただき、指

名の後、名前を名乗ってから、質疑あるいは答弁に入っていただきますようお願いいたします。 

 なお、質疑についてはページごとに行います。 

 それでは、まず、歳入の２０、２１ページ。 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 一番上のほうにある斎苑施設周辺環境改善費負担金です。これは五条組合からの負担金という

ことですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 五条広域組合からの負担金でございます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 ついでに、これは歳出のほうでも出てくると思いますが、青本の２１６ページのほうに先ほど

言われました五条からの負担金ということですが、これは１億円ばかりあるんですけど、この事

業の中で五条からの負担金と市単独の負担金、この内容が分かりますか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 
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市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 ２１６ページの中で五条からの負担金につきましては、（３）市道野田町舟付１号線等整備事

業４０１万５千円と（４）一場地区公園整備費の桑名町ちびっこ広場の再整備と（５）一場公民

館整備費の公民館用地の償還金の３つにつきましては五条広域事務組合からの負担金でありまし

て、１番の野田町１号線等整備と２つ目の朝日貝塚東線等の整備につきましては市単独事業にな

ります。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 あと、周辺対策で何が残っているんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 令和５年度につきましては、野田町地区の集会所の整備と、もう１つ、（３）野田町舟付１号

線等の整備がまだ５年度以降残っております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 今、野田町の公会堂というふうにおっしゃられたんですけど、ここは確か神社庁の土地だと思

うんですけど、その辺、話合いとかされとるんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村です。 

 所有者等と今、協議等をさせていただいている最中でございます。 
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 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 これはどのぐらいの予算を見込まれていますか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 今のところ２千万円を予定しております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございます。 

 地元の理解をいただきまして、斎苑のほうも供用されたわけですので、あと残っている事業で

すね、なるべくとにかく早いとこやっていただけるように要望いたします。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 同じところで、歳出の部分はまた歳出で聞きます。歳入の部分で、今回この予算に対して決算

ではマイナス１５３万６千３１円かな、少なくなっておるわけですけれども、これについてはど

こに当てはまるんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 これにつきましては工事費になりますので、そういった入札差金等で差額が発生しているかと

思います。 
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 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ほか、ございますか、２０、２１ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 １つはですね、新川墓地の使用料ですね、１６万円ということになってます。予算のときは２

４万円だったわけですけれども、青本の２１２ページにいろいろ書かれておりますが、まず、こ

こでの１６万円になった要因を教えていただきたい。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 この１６万円につきましては、２件のお申込みがありました。使用料が１件８万円ということ

で、２件の１６万円になります。 

 昨今、墓地の利用もいろいろと幅広くなっておりますので、そういった中で御案内等はさせて

いただいておるんですけれども、令和３年度につきましては２基のお申込みがあったということ

でございます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。また、歳出のところで聞きます。 

 その下のところで農業水産業の使用料のところです。 

 これも青本の２３０ページ、ここで前回も言われたんですけど、西枇杷島地区では２区画、春

日地区では２区画が減っておったと思うわけですけれども、使用料が予算からしたら増えたわけ

ですが、この要因についてはどういうふうに見ればいいか教えていただきたい。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 
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 産業課、梶浦でございます。 

 委員御指摘の２１ページの市民農園での使用料につきましては、この２０万４千２８０円は春

日地区の宮重農園の使用料になります。その他の農園につきましては別の項目で収入が入ってお

ります。全体的に利用者は増えておりまして、その要因としましては、やはりコロナ禍で巣ごも

り需要じゃないんですけども、農園の需要が非常に増えておりまして、空区画もほとんどないと

いう状況になってますので、そういったコロナの情勢が大きな要因かと考えております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。 

 ここは宮重農園のところだけだということでありますので、ほかのところはまた後から聞きま

す。 

 それから、その下、商工使用料のところで主要施策の２４７ページのところにありますが、こ

こで挙げられている天主閣の入場料と芸能文化館の使用料であります。いろいろやられて、令和

３年度、コロナ禍の下で大変だったと思いますが、一方、県の埋蔵文化のところとかの共通券と

かいろいろ考えられたわけですが、奮闘されてこういう形になったわけですけど、まず、入りの

部分で、この中で何か述べておいたほうがいいことがあったら教えていただきたいなと思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 歳入につきましては、やはり２年目となりましたコロナの影響で、例年よりもかなり落ちてい

るというのが現状でございます。それにつきましても、令和２年度から比較しますと若干ですけ

ども、歳入が上がっておりまして、入場者数も徐々に上がってきているという状況でございます。 

 また、ほかの市町、ほかの城郭につきましても大幅に減少しているのが実態でございますが、

減少率から見ますと、まだ本市の清洲城については、ほかの城よりは少し減少率が少ないという

ところで安心はしているわけではないんですけれども、今年度に向けて新たな施策を設けまして、

コロナ禍での入場者数を増やしていきたいという考えでございます。 
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 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 何と比べるかもありますけども、他に比べて減少数が頑張ったということだと思います。非常

に大変な中だったと思いますが、また、これは出のところで聞きますので、ぜひ、引き続き頑張

っていただきたいと思います。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ほか、２０、２１ページ。 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 先ほどの加藤委員からの質問に重複するかと思いますけども、青本の２１２ページの墓地の管

理料ですけども、前、松村課長にお聞きしたかどうか覚えがないんですけども、要は、区画分全

て全部管理されてる中で不明なところはないと聞いたことがあるんですけども、今でもそういっ

た不明の区画の部分はないということですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村です。 

 不明なところはございません。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 浅井です。 

 ８５１区画全て、今、何らかというか、お墓として機能しとるということでよろしいんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 



－15－ 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 お貸ししてるのが８５１の区画でございますけども、この中で必ずしも墓石が建っているとい

うわけではないもんですから、管理していただいているのが８５１か所になります。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 よく募集が出とるんですけども、募集区画には何区画ぐらいあるんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 たしか今、空いてるのは１１０基程度あったかと思いますので、そこに関して募集をかけてる

という状況でございます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 もう１つ、年間の５００円の管理料が滞りなく全部頂いているか、今の８５１区画、滞納され

てるとか、行方不明だとか、そういったものは全然ないということですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 どうしても振込とか、そういうのが遅れてるというような状況はございます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 
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 そうすると、例えば５年間不明だとか、長い話が１０年間行方不明だとか、そういった決め事

というのはあるんですか。例えば、１０年間音信不通だと年間手数料の５００円がずっと滞って

おると。それは規則か何かあるんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 特に規則等はございませんけども、契約上１０年ということで取り扱ってる状況でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 今の話を総合すると、全く手入れのされてないものが１０年間のほかに墓じまいしたほうがい

いんじゃないですかとか、そうしたことでずっと放棄されたままのものが１０年はオーケーだけ

ど、１０年過ぎたらどのようにされますか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 非常に難しい問題でございまして、墓石が建ってなければ何とかできるかと思うんですけども、

墓石等が建ってると処分とか、そういうのは難しいのかなというのが現状ではないかと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 新川墓地は広いから目立たんけども、これからそういうところがどんどん出てくると思うんで

すよね。例えば、大字で管理しとるとことか、新川地区でお話しさせていただくと、新川地区に

ある墓地は字管理のものを含めると、小さなとこは目立たんけども、しかし、小さいがゆえに、

年間管理料、言わば清掃費みたいなもんですけど、これがいただけずにずっと滞っておるところ
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はあるわけですね。それを今後どうするかという問題は考えていかなければ、今後ますますたく

さん出てくると思うんですよね。市の新川墓地に倣って、皆さん、管理運営してみえると思いま

すので、ぜひその辺の指針を決めていただくと助かるかなと思うんですよね。 

 例えば、私も長老の一部にはなってきたもんですから、いろいろ相談を受けるわけなんですが、

この周辺地区では起点となるのはやっぱり新川墓地だと思うんですね。ぜひ、その辺を一度考え

ていただくということをお約束できないですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 ほかの市町もきっと墓地等がございますので、そういったとこでいろいろと情報収集させてい

ただきまして、何かしらいい方法が見つかればと思っております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ほか、２０、２１ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 では、次、２２、２３ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 上から行きます。 

 戸籍住民基本台帳手数料のところでお聞きしたいと思います。 

 説明欄の一番上の戸籍手数料から下の個人番号カード再交付手数料まで書かれております。そ

れで、まずお聞きしたいのは、いろいろな手数料があるわけですけれども、ここは入りの部分で

ありますが、今回こういった住民カードを使ってコンビニ交付が始まったわけであります。そう
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すると、窓口よりも若干安くということもあるわけですけれども、一方、コンビニが利用される

と委託手数料が１通あたり１１７円支払われていくわけですけれども、各手数料の入りの部分で

は負担金と委託手数料の関係はどういうふうに見ればいいのか、まずお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課の北神です。 

 手数料としましては、コンビニ交付においても住民票でしたら同額の２００円、戸籍も４５０

円、手数料も同じになっておりますので、コンビニだと１１７円の手数料を支払っておりますの

で、今の現段階では同額で対応のほうをさせていただいております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 私の理解不足なんですけど、入りの部分では１回入ってくるわけですけれども、コンビニも手

数料として払わないかんですけれども、入ってきた分というのは、全部含めてここからまた出て

いくという関係で見ればいいのかお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 委員おっしゃるとおりで、１１７円の手数料につきましては、先に差し引いて、残った分だけ

こちらのほうに入ってくるということになっております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。 

 ということは、窓口の交付手数料よりもコンビニのほうが、例えば、３００円が２００円にな

るというふうに仮定すると、そのうち１１７円はコンビニに先に渡して、残った分がこっちに入
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ってくるという見方でよろしいんでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 そのとおりでございます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。 

 続いて行きます。 

 浅井委員のほうから、その後の新川墓地清掃管理手数料のことを言われました。私は今の話を

聞いておって、そのとおりだなと思いましたけど、若干、その中で頭を整理したいもんですから、

５００円で８５１区画で４２万５千５００円だったんですけれども、たしか前の答弁では全体で

８７８区画あったというような認識だったんですけれども、今８５１区画から５００円もらっと

るということで、また１１０区画空いとるというような話もされたんですけど、そうすると８５

１に１１０足すと１千近く区画があるんかなと。前は８７８区画という認識だったんですが、そ

の辺はどういうふうに考えればいいのか教えていただきたい。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 今、委員おっしゃられるとおり、借りてみえるのが８５１区画になりまして、全体として９７

６区画ございます。そこで差し引きますと１２０基ほど空いているというような状況でございま

す。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 分かりました。 

 １２０というとかなりの広さになるものですから、ぜひ、今、墓に対する思いもいろいろ変わ

ってきておりますけれども、浅井委員が言われたとおり、この問題についてはしっかり取り組ん

でいただきたいということだけお願いしておきます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ほか、２２、２３ページ、よろしいでしょうか。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その下の家庭系一般廃棄物処理のところで１つお聞きしたいと思います。 

 青本の２１８ページ、ここを見ると、家庭系の可燃・不燃・空缶、粗大・事業系ということで

あるわけであります。処分量で気になったのは、容器包装プラスチックが予定よりも処分が増え

ておるんですけれども、これはどういう要因か。それから、事業系廃棄物の手数料、これも増え

ておりますけれども、その中身についてお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 容器包装のプラスチックが増えてると。前年度と比べてという。 

加藤 光則委員 

 予算。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 予算がですか。 

加藤 光則委員 

 処分量ね。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 これにつきましては、容器包装はプラスチックを基本的に入れていただいていると思うんです

けれども、なかなか守られてなくてですね、本来ならば入れていけないようなものを入っていた

りしますので、そういったところで処理費が増えてるのではないかと思います。 

 それから、事業系につきましては、コロナということでなかなか売れなかったりということも

あったりして処分量が増えたというのと、大口のところが増えてきてますので、そういった関係
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で処理量が増えてきているということでございます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、言われた中で、１つは、きちっと分別されていないという問題、それからもう１つ、事業

系のところでは、コロナの関係等もあるけれども、大口ということを言われたもんですから、そ

の辺で何かこういう状況の中で事業系が増えるというのは、市民環境部だけじゃなくて、ほかの

ほうでも考えていかないかんような要因というのはあるんでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 どうしても大きなところですと食品ロスというんですかね、そういったものもコロナの関係で

売れないとか、飲食店なんかでも売れないということでロス等が増えている関係でこういうふう

に増えてるかと思いますけども、今後は多少コロナも減ってきているかと思いますので、減って

くるんではないかというふうに今のところは思っております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その辺は川下と川上の話じゃないですけど、細部の処分の部分では環境課がやられるんですけ

ど、循環型で本当に今、食品ロスをなくそうとか、いろんな取組がされてますので、一つひとつ

のこういう数値の問題というのはどう見るか、それをどういうふうに課題を考えていくかという

のは大事なことですので、こういった数値からいろいろな問題というのは見えてくると思います

ので、しっかり取り組んでいただきたいということをお願いしておきます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ２２、２３ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 
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福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 では、次、２４、２５ページ、ないですか。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 個人番号カードの交付費のところでお聞きしたいんですけれども、負担金及び補助金の交付金

のところでＪ－ＬＩＳに対する交付金が予算に比べて事業費が大分減っておったと思うんですけ

れども、これについては何かあるんでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課の北神です。 

 マイナンバーの補助金額につきましては、国の予算に基づいて、人口やマイナンバーカードの

発行実績などから、国において補助金額が決定されておりまして、増額が地方公共団体情報シス

テム機構、いわゆるＪ－ＬＩＳへの支払いとしているものですので、国が算出した金額を予算計

上しておりますので、その差がということでございます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 国が言ってきた額で交付されとるということ、これは理解できるわけですけども、予算で国が

どういうふうにこれを予定しておったのかなというところが聞きたかったんですけれども、その

辺はまた教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ２４、２５ページ。 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 冨田です。 

 今、個人番号カードのとこで出てきましたので、関連でよろしいでしょうかね。 
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 ８月末までの今の交付者数とか交付率、それと先日９月４日に清須の図書館のほうで県のほう

からマイナちゃん号でしたか、出張の窓口ということでやっていただいたんですけど、その辺の

人数的なものは分かりますか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課の北神です。 

 マイナンバーカードの８月末の申請者数は３万８千７５７人で、申請率は５５．９％で、交付

者数においては３万２千５３８人で、交付率は４７．０％です。９月４日の清須市立図書館入り

口前で実施いたしました県専用車によるマイナちゃん号による出張窓口開設では９７人の方が申

請されております。 

 また、昨日、市役所で開設したんですけども、日曜臨時窓口では８３人の方の申請及び交付が

ございました。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 今、交付率のほうを教えていただきましたが、たしか７月の新聞でしたかね、政府のほうが毎

月の取得率及び伸び率の平均を算出しまして、それに下回った自治体に関して、重点団体という

ような形で対策強化をされるというようなことが新聞記事にありましたけど、本市のほうは該当

するんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 重点的フォローアップ団体には現在は該当はしてないと認識しております。そうならないよう

に、今後も１０月９日の清洲城信長祭りにおきまして、またブースを設けて対応したいなと考え

ております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 政府のほうはいろんなことを言われておりまして、今年度中にマイナンバーのほうも全国民に

配付したいというようなことを申しとるわけですけれども、中でも交付率に応じて地方交付税も

差をつけていこうというような発言もありましたけど、いずれにしても、政府のほうもかなり力

を入れとる以上、今後、当市としても、カードの取得率に向けていろんな手を打っていかないか

んと思うんですけど、先ほど１０月９日にやられると言われましたけど、ほかに何か考えられと

ることはございますでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 今後におきましても、大型のショッピングセンターなどでの出張窓口のほうを現在検討してい

るところです。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 結構です。よろしくお願いいたします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ２４、２５ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 下の地方創生推進交付金についてお聞きいたします。 

 予算と決算を見てもほぼ実施されておるわけですけれども、目的が地域の実情に応じた地方創

生に資する事業の効率的かつ効果的な実施を図ることということで目的で、本市も環境産業や特

産品の開発やいろんな事業をやられたんですけれども、これを活かして、特にどういうことに力

を入れられたのかお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 
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産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 こちらの事業につきましては、成果報告書の２４０ページになります。 

 主な取組としましては、大きく２つ、市が行ったものと観光協会が行ったものでございます。 

 そちらに記載のとおりなんですが、主に力を入れたのが観光協会のほうの事業になりまして、

委員の皆様のお手元に配付しました観光情報冊子の作成、また新たな観光協会のホームページの

作成、またショートムービー等を作りまして、市以外のたくさんの方に情報発信を行いたいとい

うところで力点を置いて実施をさせていただきました。 

 また、特産品開発につきましては、これは農政にも関係してくるんですけれども、農政・食育

にも関係しておりますが、市の特産品、本市につきましては大変少のうございますので、特に食

に関して、土田かぼちゃなどを活用しました特産品開発を行って、多くの方に清須市の魅力発信

のほうを行ってまいりました。 

 また、昨年度１２月からは、からあげまぶしのほうを店舗のほうで販売いただきまして、シー

ルラリー等のイベントを絡めて啓発のほうを図って、現在まで継続したところでございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 いろいろやられたということで、中身も教えていただきました。また、出のとこでもあります

けれども、例えば、ショートムービーなんかを作られたと。私も見させていただいたんですけれ

ども、どんな反響というか、どれだけ再生回数、それを見て来られた方はどういうふうに検証さ

れておるのかお聞きしたいと思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 ショートムービーにつきましては、ＹｏｕＴｕｂｅに掲載しております。ＹｏｕＴｕｂｅ上で

見る回数と、その他ふるさとの館等で視聴できる機械がございますので、それとは別に一般的な

ＹｏｕＴｕｂｅですと今おおよそ７００回ぐらいの数字になっております。私が感じるところで

はかなり低調ですので、このあたりをどうやって伸ばすかというのはこれからの課題だというふ

うに認識しております。 
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 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 いろいろなところで頑張っておられると思いますけども、しっかり検証もしながら、さらに成

果を上げていただきたいと思いますので、頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 今のところですけど、今、地方創生推進交付金ということで計上されておりますが、当初の令

和３年度予算を見ますと、国の補助金と一般財源とで予算を立てられとったんですけど、今回は

青本の２４０ページを見ますと、分担金か負担金か寄附金かで１千万円入ってますけど、このと

ころを説明いただけませんか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 こちらの１千万円につきましては、成果報告書の財源内訳の中に１千万円というところがあり

ますが、これにつきましては、企業版のふるさと納税というところでございます。決算書のペー

ジでいきますと３５ページ、ふるさと寄附金の中のところでございます。 

 こちらの企業版ふるさと納税につきましては、一般のふるさと納税とは少し異なりまして、ま

ち・ひと・しごと再生事業の中の地方再生計画に掲載をされました事業、このまちの観光産業に

ぎわいプロジェクトが１つなんですけど、あとは子育て、３つぐらいのテーマを持って再生計画

を立てております。 

 こちらの事業の中で地方創生推進交付金を活用した事業のみ充てれるというもので、昨年度に

ついては、偶然なんですけども、信用金庫の連合会のほうから私どもの事業に賛同いただけたと

いうことで、急遽１千万円という数字で寄附金が頂けたものでございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 先ほど加藤委員からも出ましたけど、私もショートムービーとホームページを拝見しましたけ

ど、まず１点、ホームページのほうですけど、ふるさとの館、先日リニューアルオープンされた

にもかかわらず、まだ写真のほうは以前の写真だったと思ったんですけど、せっかくリニューア

ルされたんですから、その辺のところもなるべく早急にホームページをアップしていただきたい

なと、それだけ要望しておきます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ２４、２５ページ、よろしいですか。 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 土本です。 

 マイナンバーカードの件でもう一度お尋ねしてもよろしいでしょうか。 

 先ほど普及率等を教えていただいたんですけれども、今、申請をするとポイントがたくさん返

ってくるということで、以前からマイナンバーカードは持っていましたので、私も実際に健康保

険証と口座のひもづけを、今回申請というか、自分で携帯電話のほうでポイントを還元していた

だいて、７千５００円の２倍で１万５千ポイント分を自分のカードに入ってきたんですけれども、

携帯電話等でパソコン等でやれる方は結構割と最大で２万円戻ってくると思うんですけれども、

携帯が少し古かったりとか、スマホでも実際に読み込みができないという方に対しては、こちら

の窓口に申請済みの方が新たに健康保険証とかひもづけをされるときは、そちらの窓口に相談を

しにいけば、ポイント等の説明等はしていただけるんでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課、北神です。 

 委員おっしゃるとおり、マイナポイントの申請につきましては支援を行っておりますので、予

約システムというのを活用していただくか、電話でお名前、情報をお聞きしまして、対応のほう

はしております。 
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 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 土本です。ありがとうございます。 

 予約をして窓口に伺うということで、自分の好きなポイントカードとか、そういったものを持

っていけば教えていただけるということでよろしいでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 委員おっしゃるとおりで、いろいろあると思うんですけれども、いろいろな電子マネーとかの、

そういったものに対応するよう支援をしております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 ありがとうございます。土本です。 

 今回新しく申請された方には２万円、ひもづけされた方は１万５千ポイントという大きなポイ

ントが戻ってくるので、広報とか様々に載せていただいているんですけれども、それをきっかけ

ではないですけれども、きっとたくさんの普及の手がかりにもなると思いますので、しっかりと

広報等でお知らせいただくことを要望させていただきます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 今、土本委員の話をお聞きして、北神課長、マイナンバーがある人が今おっしゃられた後の保

険証とそれともうひとつ、カードにひもづけする、このことを予約しましたら、１か月以上かか

るんですね。それだけ窓口が混雑しとるのか、システム上、それだけにかかって、なおかつ今の

ポイント制というのは、我々スマホに疎い人間は窓口でお聞きしても説明は、あなたの好きなカ
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ードにポイントを入れるから、そのカード会社へ電話して聞いてくださいと窓口でおっしゃるだ

けで、決して窓口で手取り足取りとは言わんけども、せめて簡単に何かサジェスチョンしていた

だかなきゃ、私は、今、冨田委員もおっしゃったように、普及率を上げようと言ってもね、僕ね、

８月のいつだったかやってね、予約を取ったのが９月の下旬ですよ。その日までお待ちください

と。面倒くさくて、忘れてしまうね。 

 もう１つは、今、言ったように、ポイントを付与しようと思ったら、どうたらこうたらね、勝

手と言ったら失礼だけど、カード会社へ聞いてくれ。おまけに保険証、これも登録してもらって

も、すぐ本市では使えんから、保険証はちゃんと持っといてちょうだいねと言われるわけや。そ

んな不安定な状況の中で普及率なんか増えんと思うんだわ。 

 マイナンバーカードさえ取りゃあええと政府は思ってるかもしれん。１つはマイナンバーカー

ドで共産党の方が横におみえになって申し訳ないんだけど、背番号制なんていうのは管理はしや

すい。しかし、それだけで後の付与されたものがもっと使いやすく、窓口である地方自治体が頑

張っていろんな使い勝手のよさを言ってくれんことには、僕は普及なんかできへんと思う。 

 おれは９月二十何日、面倒くさいから行こうか行こまいか迷っとるの。マイナンバーカードだ

け市のポイントで普及率を上げるためにやったけど、そのほかの保険だわ、カードにどうのこう

の、お金をポイントで使えるらしいけども、この煩わしさを考えたら強がりでポイント要らんと

思う。質問になってない、愚痴になるかもしれんけども、どんなふうに考えてみえるの。今の、

なぜ、そんなに長くかかるのかと。窓口の人間が足らんのか。 

 もう１つは、そういう煩わしさに対する説明の仕方を何と思ってみえるんですか、そこだけお

聞かせください。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課、北神です。 

 マイナポイントの申請期限が来年の２月末までございますので、まだ今９月ということで、誤

解されてたくさんの方がいらっしゃってますので、申請受付が９月末までで、マイナポイントの

申請に関しては２月末まで期限がありますので、それまでの間で対応していきたいなというふう

に考えております。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 何でそんな長くかかるのか。申し込んでから何でそんなに長くかかるの。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 今、申し上げたとおり、９月末と勘違いされている方がいらっしゃるんで、時間がかかってい

る状況だと考えております。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 誰が勘違いしとるの。僕が勘違いしとるわけ。申込みから１か月半も、何でそんな長いことか

かるのと聞いとるわけや。それが当たり前といえば当たり前で、私は、「ああ、そうですか」と

納得するんだけど、そんな状況の中で普及率なんか上がらんよということを今、さっきの冨田委

員と土本委員のお話を聞いて話しとるんだ。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 マイナンバーカードの交付予約システムというのを導入しておりますので、そこがいっぱいに

なっているため、先に入れた方がどうしても優先という形になりますので、そういった状況にな

っております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 そんなにかかるもんかね。システムがそうなっちゃったの。何百人も何千人も申込みが今、来

とるということかね。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 今、システムは事前予約制になっております。これはなぜかというと、今のお話で、集中して
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さばけないということを加味して、事前システムで管理のシステムを入れてやっとるわけなんで

すが、私が危惧しとるところは１点ございまして、マイナポイントがつくのが９月までに新規申

込みをせないかんというところで予約制を取って、９月以降になっちゃうというところは１つ危

惧しとるところでございますので、申請を９月までにしないとマイナポイントがつかないという

ことで、新規申請の予約について事前予約をした場合に。 

浅井 泰三委員 

 新規申請いうのはマイナンバーカードだけ取るいうことか。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 そういうことです。それを事前予約ということですと、９月過ぎてしまうとマイナポイントが

付加されないという話になりますので、待ったなしだと思っております。事前予約して１０月以

降というふうになると本末転倒の話になっちゃいますので、新規予約については９月末までに、

マイナポイントのこともありますので、何とか対応していく必要性はあると思っております。 

 それから、マイナポイントのほうにつきましては、今、課長が申したように、２月まで若干ま

だ余裕がございますので、今の状況は、来ていただきますと職員がかなり丁寧・親切に対応して

おる状況で、期限の日にちの話につきましては、今、遅いという話があったんですけど、マイナ

ポイントのほうは期限が２月までありますので、そこの部分については少しお時間を頂戴するか

も分かりませんので、御了承いただきたいというふうに思っております。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 僕ね、窓口もさすがに忙しいと思って、あまり窓口の子に詳しいことは聞かなかったんだけど、

それでもやっぱりたじろいじゃう。面倒くさいからやめようかとかね、ぜひその辺、簡単に、窓

口対応として、我々アナログ人間には、丁寧まではいかんでも分かりやすくぜひお願いしたいな

と思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 窓口のほうはかなり今、職員のほうも臨時でつけておりまして、昨年、写真を撮ってください

というような話もございましたように、申請のときの写真も含めてサービス向上してくださいと
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いう話もあったかと思うんですが、新規の申請、それからマイナポイントの事業、これについて

は市民の方が来ていただければ職員がついて、今、本当に親切丁寧に対応しとるというふうに承

知しておりますので、困ってることは多分ないかというふうに思っております。 

 予約が遅くなってるのはそうかも分かりませんが、それがマイナポイントの話なのか、新規の

申請の話なのか。 

浅井 泰三委員 

 マイナンバーカード持っとる。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 マイナポイントですね。マイナポイントであれば、今、私、申したように、まだ若干２月まで

時間がございますので、窓口のほうも今、混み合っとるような状況もございますので、少しお待

ちいただきたいというふうに思っております。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 もう１つだけ。先ほどの冨田委員の話の普及率を国も言っとる。これはまず第一段階のマイナ

ンバーを取るということ第一だね。我々みたいな後からの付与の部分はまだ先でもいいという考

えだね、そういうことですね。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 それは全然違う話でありまして、マイナポイントを取られる方に対しても極力早く進めていき

たいというふうには思っておるんですが、どうしても新規の方が多分９月は集中するということ

もございますし、まず、申請をしないとマイナポイントはつくれないと、今、委員おっしゃると

おりの話ですので、言い方は悪いんですけど、そういう方も優先してやっていかないかん部分と

いうのはあるかと思いますので、マイナポイント事業の話については若干時間をいただくような

形になっとるんではないかと、今そういう状況だというふうに思っております。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 
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 そういう状況だと。若干じゃなくて、ぜひ改善いただけるようにお願いしたいなと思います。

私だけがそんな気持ちでおるのか、他の市民の方も、来たわね、面倒くさいまではいかんでも、

たくさん集中しとるから少しお待ちくださいねという話ならね、これ以上言っても水かけ論だか

ら、ひとつよろしくお願いします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 お声をかけていただきましたので、せっかくですので、私のほうもマイナンバーについて若干

聞きたいこともあります。 

 １つは、整理していかないかんと思うのは、マイナンバーは情報の一元化をさせないために

様々な利用制限があるわけであります。しかし、これを民間に利活用させるために利用制限がか

からないマイナンバーカードの発行番号で情報をひもづけしようと、こういうことで今、進めら

れているわけであります。しかし、そういう中で進まないから、私から言えば、あの手この手と

進めようということが行われているわけです。 

 今、本当にいろいろな部分で課題があるということで、これを聞きたいわけですが、１つは有

効期限が５年、更新が必要である。さらには、転居や、さらには婚姻などで住民票の基本データ

が変更になれば失効して、再度申請が必要。それから、カードには２種類のパスワードが必要で、

３回から５回間違うとロックされて解除やパスワード変更にはまた市役所に来ていろいろやらな

ければならない、情報を管理していく上で、こういういろいろなハードルがあるわけですが、こ

ういった様々なことで、１回作られてもいろんな面でまた更新とか役所へ来て手続せないかん、

こういうこともあるわけですが、今、言ったようなことというのは、現実に、役所へ来られてい

ろいろ御相談に乗られておる、対応されてるというのは多いわけですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課の北神です。 

 転入時や婚姻時におきましては、やはり委員おっしゃったとおり、手続は必要ですので、いら

っしゃった方に対して随時対応はしております。 

 以上です。 
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福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それと私なんかも最近いろいろ使うとパスワードばっかり出てくるんです。頭の中でいろいろ

混乱して、これで３回から５回間違うとロックされて、また市役所へ来ないかん、こういう方も

多いわけですか。それをお聞きしたい。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 そういう方もいらっしゃいます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 パスワードについては、たしか２種類必要なんですが、パスワードを入力していただいたもの

を紙でお渡ししておりまして、それを一緒に控えておいてくださいという話をさせていただいて

おります。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 いずれにしても私が言いたかったのは、マイナンバーは情報の一元化をさせないための利用制

限がいろいろあるわけですけれども、これを民間の利活用させるために利用制限がかからないマ

イナンバーカードを広げようということで、この中でいろいろハードルを設けられておるわけで

すが、パスワードも忘れないように紙に書いて渡す、本当に何のためにやるのかというところを

しっかり皆さん方に再度認識していただきたいなというのが私の思いであります。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 
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 ついでに、今、マイナポイントのことでお話が出ましたけど、私、もう５年の更新も済ませた

んですけど、一部報道というか事件によりますと、更新時に複数回マイナポイント、第２弾で申

込みができちゃったという事例があると、４７０件だったかな、そんなような記事を見たんです

けど、本市のほうはそういう被害はございませんでしたか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課の北神です。 

 本市においてはそういった事例は聞いてはおりません。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 それなら結構です。ありがとうございました。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 よろしいですか、２４、２５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ここで１１時まで休憩といたします。 

（ 時に午前１０時４８分 休憩 ） 

（ 時に午前１１時００分 再開 ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは、再開いたします。 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 市民環境部長の石田です。 

 １点だけ訂正させていただきます。 

 先ほど加藤委員から御質問いただきました住民基本台帳手数料につきまして、コンビニの手数

料を引いて歳入のほうに入るというようなお話をしたかと思いますが、これは違っておりまして、

手数料につきましては市もコンビニのほうも２００円、手数料がそのまま入ります。コンビニの
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ほうの手数料につきましては、歳出の５１ページになりますが、住民基本台帳費というところが

ございますので、ここから１１７円を支出させていただいておるというお金の流れになりますの

で、訂正させていただきます。どうもすみませんでした。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは、次、２６、２７ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 なければ、２８、２９ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ２９ページの一番下のところの住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金についてお聞きし

ます。 

 ここのところは県からの補助金ということでありますが、この補助額については県はどういう

ふうに割り振りされておるのか、まずお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 市が補助金を出すうちの４分の１が県から入ってきております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その４分の１についての予算額に対しての査定はどういうふうにされるんでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 入ってくる４分の１につきまして、家庭用のエネルギーを管理するものだとか、リチウムイオ

ン発電システムがあるんですけども、昨今、台風なんかでよく使われる燃料電池ですね、太陽光
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を発電したものを売るんじゃなくて、自分のところで売るというようなものになるんですけども、

そういったものを前年度の実績を比較させていただきまして予算化しているというような状況で

ございます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 私の聞き方が悪くて申し訳なかったです。 

 県のほうは、市が査定して、このぐらい予算が必要だから、市がこんだけ必要だから、４分の

１だからこの額ですよというふうになるのか、県が、これだけの予算ですから、これだけしかで

きませんよということで、最初のこの補助額が決められてきとるのか、どういうふうなのかとい

うことなんです。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 市がこれだけを補助しますということで申請をさせていただきます。それを県がまとめまして

予算化されるんですけれども、私のとこばっかりではなくて、県下五十何市もありますので、そ

ういったところで割り振りをさせていただいて、最終的には決定するというような金額になるか

と思います。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、特に地球温暖化に向けたいろいろな市民の関心とか、いろいろなこういう設備をつけよう

という人たちの要求もあるわけでありますが、なぜ聞いたかというと、市のホームページなんか

をみると、交付前に申請してくださいということで、予算がなくなり次第、申請受付を終了しま

すということですので、結構これは単独補助と組合せ補助、いろいろメニューがあるわけであり

ます。そういう中で、市民の方々が利用しようとしても予算が決められておるわけですので、申

請受付終了ということに。これは出のとこに関連しますが、令和３年度についてはどんな状況だ
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ったんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 やはり年度途中で予算に達しておりますので、申請等の受け付けは中止というか、受け付けな

いというふうになっております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 これは４分の１で県の補助がこれだけで、単独補助を組合せ補助で、電気自動車とか蓄電池だ

何だかんだで結構値が張るものでありますので、みんな申請するとすぐなくなって、待っとる人

が多い状況で、令和３年度は途中でなくなったということで、そういう人というのは次の年度も

申し込まれるという形で、待ってみえる人って多いんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 年度で申請させていただいておりますので、今年度もうつけていただいた方には令和５年度以

降は申請ができないと。年度の中で新築された方に補助を出しておりますので、途中で切れたと

いたしましても、建築が終わってしまってますと補助は出せないという状況でございます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そういうことになりますよね。となると、やっぱりこれは先着受付みたいな形で、予算がなく

なり次第おしまいだと。申請受付やっとるということになるわけですけども、個人でやられる方

も多いかと思うので、業者を通じていろいろやられる方も多いと思うんですよね。その辺で、申

し込みたくても予算があるから少しの人しか利用できないというような形になってるわけで、こ
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れは令和３年度の決算ですけど、県なんかはこの予算については例年増えとるんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 県につきましても、予算的にはそう変わらないと思うんですが、また違う補助メニュー等が入

っておりまして、その分に対しては増えてるかなと思っております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 この辺で、令和３年度は途中で予算がなくなって受け付けを終了したんだと。今、非常に関心

が高いことが分かるわけですけれども、この辺のことについては予算につなげていかないかんわ

けですけれども、本市だけじゃなくて県全体、さらには国全体でこの問題については、今どうい

う論議になっておって、やっぱり早いもん勝ちで終わりだよという状況にあるのか、それとも自

治体によっては一定余裕を持った受け付けをやっておるところがあるのか、どういうことでしょ

うか。家を造って、そのうち１年建てるのを待っとるとか、２年待っとるとか、これが通るまで

待っとるわけにはいかんもんだから、通った人だけがついていくという、この辺では公平性の問

題とか、いろいろ出てくるわけですが、この辺についてはどういうふうに考えられておるのか再

度質問します。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 市のほうも予算が厳しいということで、県からも頂いた補助金も合わせて補助させていただい

ているような状況でございます。中には市町が単独でやってみえるところもありますので、そう

いったところはどのくらい予算があるか分からないですけども、やはり予算がなくなると受け付

け等が中止になっているかというような状況でございますので、地球温暖化等を防止するにはそ

れなりの予算が確保できればいいんですけども、なかなか難しい状況ですので、引き続き何とか



－40－ 

確保していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 どれくらい申込みがあって、どれだけ断っておるのかということはしっかり把握されとると思

いますので、市民の要望がどの程度あるのかがあると思います。自治体によっては、この予算だ

けじゃなく、東京なんかはクーラーとかいろんなもので新しいものに買い換えて、それに対して

の補助をつけたりして、要するに電気代が安くなると、それによって地球温暖化やいろんな面で

役に立つ。また、電気屋さんはそれによってお金が回っていくという取組を東京なんかはやられ

てますよね。いろんな知恵を出して、いろいろなものを変えていく中で温暖化対策を整えていく

というような、地方自治体なんかもやられておりますので、ぜひ、この課題についても市民の

方々の要望があれば、それにどう応えていくかということで、早いもん勝ちみたいな形で公平性

の問題がいろいろありますので、ぜひ一度検討していただいて、周りの市町も見ていただいて、

また金については国や県にも要望を出すなり、いろんな形があると思いますので、ぜひ進めてい

ただくようお願いしたいと思います。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ２８、２９ページはよろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 次、３０、３１ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ３１ページの中ほどの新あいち創造産業立地補助金についてお聞きしたいと思います。 

 愛知県のこの補助金ですね、タイプがあってＡタイプに対応すると。市内工場設備投資資金、

市に対して愛知県と連携して企業が出ていくのを防止するということで、対象事業、区域、要件

いろいろあるわけですけれども、これまで何回公募がされて、本市で幾つの企業がこういう対象

になって交付されたのかということをお聞きします。 
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福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 私が産業課に配属されてからの話になりますが、企業としましては、こちらの今回の業者を含

めて３企業、うち大企業が１社と認識しております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ３企業受けて、大きなところは１社ということであります。ここにあるとおり、対象事業で２

０年以上、市内に立地して、２５人以上、常時雇用するということで、交付額も限度額が県と市

を合わせてあるわけですけれども、大きいところは１社ですが、他の２社については大体どれぐ

らいの補助がされておるのか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 以前の申請ということでよろしいでしょうか。 

加藤 光則委員 

 はい。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 ３年ほど前になりますけども、大企業のほうに上限ぎりぎりの１億円補助をしました。以前の

ものにつきましては、航空機関連の会社について補助をさせていただきまして、細かく額は覚え

ておりませんが、数千万円程度だったというふうに記憶しております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 非常に大きなお金が事業に使われておるわけですけれども、この件については、例えば固定資
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産税とか様々な面で新たに企業が本市においていろいろ相互に連携し合って発展していくという

形にならないかんわけですけれども、産業課と、例えば固定資産税だったら税務課とか、そうい

う関係の補助を使った後の検証みたいなところの会議というのはきちっとやられとるんでしょう

か。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 税収につきましては固定資産税が主になると思うんですが、現況を言いますと、これらの投資

については今の経済産業省の別のメニューで生産性向上の特別措置法が取られておりまして、生

産設備、また生産性を上げるような設備投資に関しては、申請をいただければ３年間免除になる

という制度がございます。恐らく今回、本年度についても当該企業の申請についてもその制度を

活用されております。なので、基本的には、固定資産税のほうは減免されている状況であります。

その税収については財政のほうのところになりますけれども、そういった税収の面で細かいやり

取りはしてないんですけど、こういった生産設備の投資に関する計画等については、随時、税務

のほうとは情報交換といいますか、データのやり取りはしておりまして、打合せのほうはやって

おらないのが現状でございます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 データの交換はしとるということで、情報の共有というのは大事でありますので、それぞれの

ところできちっと対応していただくとともに、連携していただいて取り組んでいただきたいとい

うことをお願いしておきます。 

 以上であります。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ３０、３１ページ、よろしいですか。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そこの上のところかな、地方消費者行政活性化基金事業費補助金、この中身について教えてい
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ただきたいと思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 こちらについては、成果報告書で言いますと２５０ページ、消費者生活対策費の中で今の消費

生活センターを週に４回開設しております。こちらに係る相談員の人件費ということで御認識い

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ２５０ページの相談員の人件費が国から入ってきておるということであります。そうすると、

消費生活センターの窓口を整備して相談を行う人材の養成をしていくということでありますが、

主要施策を見ると結構やられておりますし、広報なんかにもチラシを入れられていろいろやって

みえるわけでありますが、ここでお聞きしたいわけですけど、例えば国のほうが、今、話題にな

っております霊感商法の問題とか、いろんなことで消費生活の相談をやるんだというようなこと

でいろいろな検討がされておるわけですけれども、そういったものについても、国だけじゃなく

て基礎自治体として住民の最前線に立つところでも消費生活の中での相談というのは必要になっ

てくると思うわけですけれども、その辺では消費トラブルの未然防止解決のための様々なトラブ

ル情報を伝えたりしていくこととともに、霊感商法の啓発や消費者教育といったものが十分であ

ったのか、こういったことも重要であるということも今、国のほうでは検討されておるわけです

けれども、本市の中ではこの問題についてはどういうふうに捉えられておるのかお聞きしたいと

思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 霊感商法への相談については、国の消費者庁のほうから通知は既に来ております。実際に相談

があるかというと、今のところはないというところが現状ですが、窓口に来られてそういった相
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談はありますかという少し変わった質問がありましたので、恐らくいろんな面でアンテナを張っ

て、該当する方がみえれば相談できる体制は取らないといけないなというふうに感じております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、課長が言われたようなことが全国的にあるようでありますので、しっかりこの問題を捉え

ていただいて、消費者庁、ここでは消費生活センターですね、しっかり対応していく上での知識

なり、トラブル情報を把握するとともに、どういうふうにそれを解決していくかというところで

のノウハウも必要になってくると思いますので、しっかり取り組むようにお願いしておきたいと

思います。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 今、加藤委員からも２５０ページのところの質問があったので、ついでにというか、今、消費

生活センターの相談と司法書士の相談で、我が市においてはどういった相談が多いでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 消費生活相談については、先ほど申し上げたように、平日の週４回実施をしております。相談

内容についてはほぼ７０％以上が商品への購入、また契約の対する相談になります。そのほか多

いものとしますと、俗に言う不当請求とか詐欺的行為のものが１０％ほど来てるという状況であ

ります。あとは多重債務が若干ある程度でございます。 

 また、司法書士については、各週で土曜日開催をしておりまして、一番多いのが、家族関係の

いわゆる相続関係の相談がほとんどでございます。あとは土地の所有権等の問題が数件ありまし

て、あとは多重債務等の問題が若干来ております。 

 以上でございます。 
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福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 ありがとうございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 次、３２、３３ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ３４、３５ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ３６、３７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは、次、３８、３９ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 下のところのレジャー農園の利用料、さっき聞きましたけども、宮重のところの除いたところ

だという理解だと思うわけでありますが、収入でいうと、年額で１平方メートル１８０円だった

と思うわけでありますが、それで１万２千６１２平方メートルがレジャー農園の規模であります

が、そういう中で、利用料が１３６万２千３８０円でありますが、たしか、前、５２２区画で９

６％の使用率を図っていきたいという目標も掲げられておったんですけれども、この１８０円で

１万２千６１２平米だと、単純に掛け算するとマックスの利用料が出るわけですけれども、この

辺はどう考えたらいいのかお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 すみません、計算ができておりませんので、単純に全ての合計の平米数に１８０円の単価を掛

けて、それを最大となるわけなんですけども、ある程度、面積については、通路の部分とかそう
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いった余剰の部分も含まれておりますので、単純に一般の市民の方が利用される区画の合計では

ないと認識しておりますので、若干の齟齬が出ておるというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 区画数と使用率でいうと、前は５２２区画のうち９６％ぐらいはきちっと使用率を図っていき

たいという、過去の言われた経緯があるわけですが、今、それでいくとどんなもんなんでしょう

か。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 現状の利用率については、今、空区画が、全ての区画の中で２区画しかございません。という

ことで、利用率９９％を超えておりますので、この数字を維持していきたいというふうには考え

ております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 しっかり使用率を上げて頑張っておられるということが分かりましたので、今後もこの目的に

沿った利用が図れるよう取り組んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ３８、３９ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 では、４０ページ、４１ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 それでは、歳出のほうで５０ページ、５１ページ、よろしいですか。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ここでは５１ページの窓口費のところで若干お聞きしたいと思います。 

 窓口業務が委託されておるわけでありますが、毎回言っておりますが、大変な業務であると同

時に、重要な任務も負っておるわけであります。いろいろこの間やられておるわけですけれども、

まず、窓口の業務についての満足度とかいろいろなところがやられておりますが、改めて、今ど

んな課題があるのか、ないのか、さらにはどういう状況なのかお聞きしたいと思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課、北神です。 

 現在の状況といたしましては、窓口業務委託が開始されましてから約１年１０か月ほど経過し

ましたが、現在においても業者との調整を柔軟に行っておりますので、窓口の受け付け等は円滑

に行われていると認識しております。 

 また、窓口アンケートにつきましても、今月９月中に実施しております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 住民のニーズを受けとめて、それを施策や行政に反映していくことが大事だとするならば、こ

の窓口業務というのは私は自治体の業務から切り離すことができない重要な任務があると思うわ

けでありますが、今アンケートの実施ということを言われました。例えば、行政評価書の中で見

ると、ここにも住民ニーズに応える行政運営の推進のところで委員会での意見では、民間委託し

た窓口業務の受付件数を活動指標としていることに違和感があると。今はとりあえず受付件数で

設定している感じがあるが、本来の目的を達成したかどうかの判断が難しいためということで、

検討してほしいという意見があるわけでありますが、そういった意見も踏まえて、どういった検

証の仕方かというところでのアンケートの中身のところはどういうふうにこういった声を反映さ

れたようなアンケートになっておるのでしょうか。 
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福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 アンケートにつきましては、やはり満足度調査ということですので、接客とか、そういった状

況を見させていただいているところです。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 このアンケートというのは今やっておるということで、どれぐらいの規模でいつまでやって、

どういう結果がいつ頃出るのかというのだけお聞きしておきます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 今日から始めておりまして、５００人の方を対象としたいと考えておりまして、結果につきま

しては集計後に出させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その集計なんかについてはホームページ等での公表になるのでしょうか。その中身については

どういうふうな結果を発表されるのかお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 ホームページに挙げるかどうかは検討させていただきます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 どういう内容で、どういう答えが出て、これらかどうしていくかということについてはしっか

り検証していくとともに、皆さん方にさらに返していくという作業も大事だと思いますので、ぜ

ひ、これをお願いしたいということをお願いしておきます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 では、次、５６、５７ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 次、５８、５９ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ５９ページの下のところの福祉医療費ですね、お聞きしたいと思います。 

 この主要施策では、福祉医療費は１１１ページですかね。ここで１つお聞きしたいのは、ここ

にも書かれておりますが、子どもの医療費ですね、そこのところで令和３年１０月から入院は１

８歳の年度末までということで、本市においては行われたわけであります。当初は予算を見ると

４億３千８０７万円だったんですけれども、決算書を見ると３億８千７１１万７千１５０円、子

どもの医療のところの決算でありますが、１０月から本市は入院もということでやられたんです

が、子どもの医療費は予算に対して若干下がっておるわけです。この辺はどういうふうに判断さ

れ、捉えられておるのか、この辺についてはどう思われているのかお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課、三輪です。 

 予算のときはまだコロナ禍ということでございました。そういったことも鑑みて予算立てはし

ております。結果といたしまして、子ども医療につきましては５千５００万円余ほど前年を上回

ったということで、コロナ禍の医療控えというのがございまして、それが令和３年度には今まで

医療へ行かなかった人が一安心して行かれたという状況でございます。以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 特に、福祉医療については非常に重要になっておって、県のほうからの補助もあるわけであり

ます。単独補助をどう見るかということで、それぞれの自治体で今いろんな取組がされておりま

すので、特に子どもの医療については本市も入院が１８歳までということで、今度、通院につい

ても考えられとるわけでありますが、毎年の金の入とか出の部分で検討が必要なわけですけれど

も、子どもの医療というのは非常に大事なことだと思いますので、しっかり取り組んでいただい

て、１８歳までの入院、さらには通院に向けた取組をしていく上で、お金の入り出については検

証していただいて、予算の配分をしっかりしていただきたいということだけお願いしておきます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ５８、５９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは、次、７０ページ、７１ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ７２、７３ページ。 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 河川環境美化推進費のところで主要施策２１３ページで、本年度は９月５日は河川環境が中止

されたんですけれども、地元の方から御意見として、暑い時期というか、まだ今は草が繁茂した

状態のところで河川環境をやるのがいいのか、もっと全く草が枯れてしまってからやったほうが

いいんじゃないかという御意見をいただいたんですけれども、市としてはここら辺というのはど

のようにお考えでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 
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 河川美化ですけども、５月のごみゼロ３０日前後のところと９月の頭ということで今のところ

設定させております。もう１つ遅らせたらどうだろうという話だと思うんですけれども、遅らせ

ていただきますと１０月以降になりますと、地元のほうでお祭りだとか運動会等、行事等がめじ

ろ押しだと思いますので、難しいのかなということと、併せて、美化活動が終わった後に花壇等

に新川の場合ですと草花を植えさせていただいております。そういった準備等もございまして、

９月は暑いですけども、実施させていただいているというような状況かと思います。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 お聞きします。 

 まず、上から行きます。 

 生活環境課の所管のところの五条広域組合の斎苑施設負担金、これは入りのところでもお聞き

しました。それで、あえて今度は出のところでお聞きするわけであります。 

 この問題で何が聞きたいかというと、負担金とそれから周辺環境の改善費の関係であります。

先ほど入りのところで若干出ておりましたけれども、斎苑建設の施工に伴って負担金が若干減額

されて、さらには周辺環境改善費もあって、そちらも減額になっておるわけでありますが、以前

聞いたときも組合負担の分と独自負担の分があって、１つは、周辺対策の組合負担していただく

合計額が以前からお聞きしておりますが、全体で１４億円、そのうち市単独が４億円ほどだった

んですよね。朝日地区を含めて概ね１０年間に整備を行って、年間でいろいろ出されたものにつ

いては２千万円ぐらいやっていくんだというような認識だったんですけれども、先ほど野田町地

区の集会所が２千万円だと。さらに１号線のところの整備、これも残っているというお話かあっ

たんですけども、この市単独が今後出てくるわけですけれども、その辺、過去に答弁されたもの

の状況が今どういうふうになっておって、概ね１０年間ぐらいで４億円をやっていくんだという

ような御答弁だったかと私は認識しておるんですが、今はどんな状況ですか、１つは建設されて、
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今後残っておる部分は単独でやっていかないかんというところの。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 市で単独でということなんですけれども、地元から要望等がございまして、やるところが決ま

っておりますので、そういったところを粛々と整備をしていくというようなことになるかと思い

ます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それで、先ほど若干述べられたわけですけれども、概ね単独で４億円ぐらいで、今どれだけ進

んでおって、１０年間ぐらいであとどれぐらい残っておるのかというところでは、今、把握され

ておるのはどんな状況ですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 どのぐらい進んでおるかというのは把握しておりませんが、大分進んできているのではないか

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 また、これについては後から調べておいていただいて、もし分かれば後ほど御答弁いただきた

いと思いますが、委員長、どうでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 分かりました。 
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 ７２、７３ページ。 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 冨田でございます。 

 下のほうですけど、浄化槽清掃費補助金についてお聞きします。 

 青本のほうの２２５ページですが、補助金の額ですけど、昨年より２５０万円ほど増えてるわ

けですが、今、区画整理及び下水の供用開始など、いろいろなところでやっていただいておると

思うんですけど、その割には補助金が増えとるいうのは、何か理由がございますでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 流域下水道等が整備されとるところは対象外になるかと思うんですけども、そのほかに対象外

のところで新築等がたくさん増えてきておりますので、そういった加減で、令和２年度に新築と

された場合が令和３年度に対象になるかと思うんですけども、そういったところで、人口等も増

えておりますので、新しく家が建てられて、そういうことで清掃されたというふうに考えており

ます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 青本の中で補助対象施設として家庭用の浄化槽というふうに明記されておりますが、例えば、

大きさであるとか、もちろん個人住宅なんかは当然でしょうが、集合住宅とか、いろんな貸し店

舗であるとか、小さな貸し工場であるとか、そんなような建物もあるわけですけど、どこら辺の

とこまで補助されるんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 ここにも書いてありますように、一応、家庭用の浄化槽ということになりますので、集合住宅
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等も家庭用ということで、そこまで補助させております。 

 工場等につきましては対象外ということでさせていただいております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 集合住宅も入られとると。集合住宅というと管理会社が中に入ったりだとか、大家さんが補助

金を申請される、いろんな場合があると思うんですけど、例えば市外の方、いわゆる大家さんみ

たいな方が清須に建てられたと。私が考えるには、もちろん住んでおられる方は市内の方ですけ

ど、大家さんは市外ですよね。そこまで補助せないかんのですか。どんなもんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 委員おっしゃられるとおり、市外の方もみえるかと思いますけども、あくまでも市内に建物が

建っておりますので、そういったところで維持管理していただいておる河川の浄化ですね、そう

いったことをさせていただいておりますということで出していただいております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 冨田委員。 

福祉常任委員会副委員長（冨田 雄二君） 

 今そういう意味で、河川の環境だとか、そういうことで補助されとると。これを調べると、清

須以外、補助されとるところがなかったような気がしたんですけど、稲沢はたしか合併のときに

廃止されてます。近隣を調べると、たしか飛島のほうで大きさが５２槽以下であるとか、そうい

う規定を設けられとるんですけど、清須としては私も恩恵を受け取る立場ですので、大変ありが

たい制度だと思うんですけど、一遍、その辺のところを私としては見直していただきたい。これ

はあくまで意見ですので、答弁結構です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ７２、７３ページ。 
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 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 土本です。 

 資源ごみのことでお聞きしたいと思います。 

 成果報告書の２２０ページ、２２１ページの資源ごみの回収についてお聞きしたいと思います。 

 今、市内でも地域で回収をしていただいているところももちろんありますけれども、エコステ

ーションというか、いつでも資源ごみが出せるという箇所がたくさん増えてきておりますけれど

も、こういったことは資源ごみの回収で多少影響はあるのでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 委員おっしゃるとおり、市内には７か所か８か所ぐらいステーション等がございまして、２４

時間いつでも出せる状況でございます。そういったことでありまして、どうしても減少している

と。出すものによっては段ボールだとか新聞紙等、市が回収しているものとは多少違っておりま

すけども、利便性がいいということで少しずつ減ってきているということになりますので、ある

程度の影響はあるのかなと思っております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 土本です。 

 それに関連して、今、一般誌を取ってみえる方や紙版の雑誌なんかも購入をして御自宅で読ま

れる方も多少少なくなっていると思うんですけども、古紙に関しても少なくなっているのも現状

でしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 紙等につきましても、やはり昨今、新聞なんかですとネット等で見れることになりますので、
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若い方なんかは新聞を取られてないと思いますので、少しずつ減ってきているのかなというふう

には感じております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 土本です。 

 通販等でたくさん皆さん購入されるので、逆に段ボールが増えているかもしれないということ

でよろしいでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 コロナ禍で通販等を利用される方が多いかと思いますので、その中で、どうしても段ボール等

に入れられて送られてきますので、そういったごみが増えているのかなというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 土本です。 

 ごみに関連してですけども、資源ごみですごく細かく分けていただいて、出せるものが資源ご

みでたくさんありますので、二、三お声をいただくことがあるんですけれども、不燃ごみを出す

ときに出すものが少なくなってきているので、資源ごみの回収袋というのが、たしか今、大きい

ものしかなかったと思うんですけれども、ある程度たくさんためといて出すという方もいらして、

自分の家でもそうですけれども、出すものが少なくなったので、もう少し小さい袋も、プラごみ

も最初は１種類しかたしかなかったとこから始まったと思うんですけれども、不燃ごみも少しサ

イズを考えていただくといいかなというお声もありますので、併せて要望とさせていただきたい

と思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 ７２、７３ページ。 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 浅井ですが、今の資源ごみの件ですけど、くどいようで本当に申し訳ないんですが、新聞の抜

き取りはいまだにあると思うんですよね。減ってるとはいえ、やっぱり夜の間に抜き去りが多い。

このことで一部では資源ごみの箇所に防犯カメラを設置したとか、そういうこともお聞きしたん

ですけども、実際にそういった資源ごみ回収用の場所に防犯カメラを設置した例はあるんですか。 

 それともう１つ、今、言った抜き去りについて、以前は本当にお仕事がお忙しい中、たまには

早朝に見回るとか、深夜に見回ってみるとか、そういうことをやられると。いまだにやってみえ

るのか、それともう１つは、実際に抜き去り被害に対する苦情が市のほうに情報として入ってい

るものなのか、その辺お聞きしたい。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 そういった資源ごみにつきまして、まず防犯カメラでございますけども、市といたしましては、

そういったところに防犯カメラを設置したことは生活環境課としてはございません。ただ、防災

行政課のほうですかね、カメラを設置する補助金がございますので、地元のほうでそういったと

ころに設置されているのかどうか、私どものほうでは把握しておりません。 

 抜き取り等につきましては、昔はあったかと思うんですけども、最近そういった苦情等は聞い

ておりませんので、あるのかどうか分からんという感じですけども、そういった苦情は少ないと

いうことで、パトロール等も出かければ見てきますけども、特にそのためにパトロールというこ

とは今のところやっておりません。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 実際、夜の間に、今、古紙の価格がどうのとかね、それにもよるとは思いますけども、少なく

なったとはいえ、いまだに発生しているわけですよね。どっちかといって、それが当たり前かと
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いうような、しょうがないかと、投げやりのところもないかなと思うんですよね。それがいいか

悪いかは別にして、しかし、大事な資源が持ち去られるということは言語道断であって、ゆゆし

き問題であると思うんですよね。そういうものに対してアンテナを張っていただきたいというこ

とと、カメラの件はまた別の機会に防災のほうで一度お聞きしたいなと思っとるんですけれども、

もう１つ、今、確かに資源ごみの量というのが、土本委員が言われるように変わってきておるか

なとは思うんですよね。多分これは業者間で話し合っとると思うんですけども、ぜひ、その辺の

確認を。 

 それはなぜかと言いますと、例えば、ペットボトル、空缶とか、通い箱がありますよね。あの

通い箱の量が常にうまくいかないというか、潤沢にあれば余分に置いておけばいいと思うんです

けども、業者間の中で足らんとこが次の地区に横に置くとか、実際に足らんときは４袋も５袋も

足らんときがあるんですね。そうすると、そのまま入れるものがないから、袋のまま詰めておく

とか、そうやって対応はしとるんですけども、例えば、Ａ地点では今回そうやってようけ足らん

かったから、次の月には余分に持ってくるとか、そういう出し入れはいちいち役員の人が言わな

きゃいけないものなのか、業者間でそういうことはやり取りしていただいておるかどうか、いか

がなんでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 この時期どうしても暑いということで、ペットボトルの量が多くなってます。また、かさばる

ということで多いかなと思います。その中で、容器につきましては地元から言っていただければ

当然持っていきますし、業者のほうも少ないというふうになれば持っていくようにというふうに

考えてやっていただけるかと思います。 

浅井 泰三委員 

 僕が言っとるのはね、係の人が、私のとこ５袋も足らんかったよとかね、うちは余ってますよ

ということを一々報告しないかんのかと。業者の方が一番よく分かるから、この地区は今回余っ

てた、この地区は今回足らんかったというのをやり取りしていただくようにお願いできませんか

ということです。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 分かりました。そういうふうに業者のほうに余分なり、少ないのは困りますので、余分のとき

は。 

浅井 泰三委員 

 余るのはええんだわ。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 指導させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 足らんと袋からはみ出て整理するのも大変でしょうし、そうするとやっぱりかさばるで大変な

んですけど、通い袋があればこと済むことですから、その辺の出し入れはぜひ松村次長のほうか

ら指導いただくと助かります。 

 よろしくお願いします。以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 公害対策費で悪臭問題についてお聞きしたいと思います。 

 私、一般質問でも質問させていただいて、時間がなかったもんですから、この問題について深

めたいと思います。 

 今年になっても臭気測定をやられて、やはり基準値を上回っておるというような実態があるわ

けであります。例えば、昨日も私、この議案書を見ないかんもんで、窓を開けて勉強しとっても

大変な臭いなんですよ。部屋の中に入ってきた臭いというのは抜けないんですよね。夜も臭って

きたりしてました。こういう実態が続いておるわけであります。やはり地域住民の方がモニタリ

ングをやられていろいろ情報収集されておるわけですが、今年も調査されて、その結果というの

は、あま市なり、さらには連絡調整会議で県にも伝えていただいておると思うわけですが、この

辺についてはどういうふうな指導権限がある自治体と県は認識されているのか伺います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 その件につきましては、今年につきましては２回そういった会議をさせていただきまして、そ

のときは３回でしたけども、３回目の結果を報告させていただいております。そういった中で、

臭気が結構大きいということで、十分説明させていただいて、あま市なり愛知県等の関係機関に

は情報共有させていただいて認識していただいているかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 指導権限があるあま市と連携しながら、この問題をどういうふうに解決をしていくのかという

ところに立たないかんと思うんですよね。企業のほうもこういう化製場というのは法律に基づい

て行われておって、国策としてやられとるわけですので、それが現状でどうなのかということは

きちっと見ていく必要もあるし、お互い相互理解を深めて企業も努力してもらわないかんし、何

が課題でこの問題の解決がなかなか進まないのかというところもきちっと検証する中で、明らか

にしていく必要があると思うんです。 

 この間、あま市のほうでも旧甚目寺町だけが物質測定をやられとるということでありますが、

いろいろ法律の関係でいうと、臭ったときに清須市はすぐ行動して現地を確認して、間に合えば

臭気測定を行うというスタンスで取り組まれとるわけであります。そういう中で基準値を上回っ

とるような値についてはきちっと報告して、法律にのっとれば、それはなぜかということを明ら

かにして、これをさらにはフィードバックし返していくという作業が必要なわけですけれども、

今年においても測定値を上回っておって、そういったことを報告する中で、あま市、工場からも

何らかの原因なり何なりという報告というのはされておるのかお伺いいたします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 あま市等、そういった苦情等があったり、臭気測定の結果を基に工場等を指導させていただい
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てはおるんですけども、どうしても搬入量が多い午後だとか、遠くから持ってきた場合にその材

料が腐敗しているような状況ですと臭うというふうに話は聞いておりますので、そういったこと

が原因ではないかと。そういったことがないようにということで指導はさせていただいていると

思います。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 やっぱり原因をきちっと把握して、それに対してどういうふうに改善していくのかということ

をしないと、なかなか問題解決、さらには事故かどうかという判断についても、臭気測定の測定

値でしか判断ができないわけであります。夜とかに何か苦情があったところで、そのときに臭気

測定できないわけでありますので、法的な根拠に基づいた取組というのはできない。こういう場

合にどうやっていくかというのは、やはり一つひとつの検証をして、臭気が出たときになぜ臭っ

たかということをきちっと明らかにして、それについての改善をしていかないと駄目だと思うん

ですよね。 

 やはり企業側に対しても、これをきちっと明らかにしていただいて、どうしてできないのかと

いうところでは、行政としてどうしていくのかということが必要になってくる課題でありますの

で、やはりあま市と連携しながら、国や県にこの問題・課題というのは上へ声を上げていくとい

うことが大事。近隣住民の方々がこういういろんなことで悩んでいる、そういう上に成り立って

おるようなことではいかんと思うんです。ですから、この対応についてはあま市と連携を図って

いく、こういうことが大事だと思います。 

 地域住民の人は毎回毎回電話をするということに対しても非常に躊躇されとるんですよ。また、

市役所に電話して何て言おうかとか、全然改善されんという、ある意味の怒りというか、要求が

やり場のない思いになっているんですよね。これがなぜかというところで原因究明もされてない

状況で、いろんな課題は見えてきておっても、それが住民に返されてないという状況もあるもん

ですから、こういったところで何かもやもや感が抜けんのですよね。こういう課題に対してどう

取り組んでいくかというところは、本当に今、言われたとおり処理量が増えとるんですよね。ど

んどんどんどんあそこへ持ってきて処理しないといけないと。追いつかなきゃ腐敗していくと。

それで、腐敗したやつを処分すればその臭いが大変な状況。だから、見えてる課題に対してだけ
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でもきちっと対応していくということが私、大事だと思うんですよね。その辺についてはどうい

うふうに思いを伝えられて、あま市と一緒に県や国へもきちっと声を上げていくということが大

事だと思うんですが、どうでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 よくお問合せいただくのは、最近こちらのほうに引っ越してきた方が、これは何の臭いだとい

うようなことでお問合せはいただいておりますので、メール等でいただければそういった解答を

させていただいているのが現状でございます。 

 あま市との協議会がございますので、そこには県も来ておりますので、そういったところで、

こんなような状況だから、何とか対策等をしていただくようにということで協議会では強く発言

等をさせていただいているのが今までの経過となっております。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今メールというのがあって、お答えもしとるということでありますが、これは何の臭いだとい

って何て答えとるかあれなんですけれども、ただ、それだけじゃ納得する状況でないもんですか

ら、やっぱりきちっと改善なり取組が見えないと住民の方々というのは、非常にこの問題に対し

ては何とかしてほしいという強い要求があるんですよね。会社のほうも気持ちよく企業の活動を

したいだろうし、その課題に対して会社だけでできなかったら、国等も巻き込んだような改善策

が必要なら、一緒に近隣自治体として声を上げていかないかん話ですし、この課題なり問題を明

らかにして、連携して動くということが非常に私は大事なことだと思いますので、本当に今年だ

けでも今たくさん苦情があったと思いますし、モニター調査なんかも今、進められておるんでし

ょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 



－63－ 

 苦情等はやっぱりたくさんいただいております。 

 モニタリングにつきましては、８月いっぱいでとりあえず終了いただいておりますので、ここ

から取りまとめ等を進めさせていただいてまとめたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 お願いしておきたいんですけど、これをきちっと検証していただいて、何でこの臭いが収まら

んのかというところは、あま市等含めて、どうすれば収まるのかというところも、設備の問題な

のか、運営していく上での作業の問題なのか、何なのかを明らかにして、設備だったらどうすれ

ば臭わんのか、これを明らかにして、解決に向けた取組をしていただくように。 

 腐敗が多かったから臭った、それだけじゃないと思うんですよ。だから、その辺は明らかにし

て、どうしたら解決できるかも明らかにして、企業や近隣自治体だけじゃ無理だったら、国を巻

き込んだ、県を巻き込んだような課題にどうしたらなるのかというところをきちっとやっていた

だくよう言っておきます。また、私はこの続きもやりたいと思います。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ここで１時半まで休憩といたします。 

（ 時に午後 ０時００分 休憩 ） 

（ 時に午後 １時３０分 再開 ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 休憩前に引き続き質疑を再開いたします。 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 生活環境課、松村です。 

 午前中に加藤委員から斎苑の単独事業の進捗状況についてお尋ねがあったかと思いますけども、

令和３年度末現在で約２割ちょっとが済んでおるという状況でございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 それでは、７２、７３ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは、７４、７５ページ。 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 齊藤です。 

 食育推進費と農業体験塾費について伺います。 

 まず、食育推進事業、青いほうの２２７ページの食育推進事業なんですけれども、園児にサツ

マイモと宮重大根の収穫体験をしてくださったということですが、収穫体験をするにあたって、

育ててくださる方が必要になるんですけど、その方たちに対してこの事業費から何か支払われて

ることとかがありますでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 そういった農家さんにつきましては、苗の提供などを行っておりまして、また、そういった方

たちについては、日々の体験塾等でボランティアで講師等をいただいております。そちらの報酬

については現金というのはないんですけども、体験塾が終わった後の休憩等でお茶の提供などを

しております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 ありがとうございます。 

 無償のボランティアという感じになりますでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 
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 そういった意味ではほぼ無償に等しいというふうに思っております。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

 食育推進にあたって、小学校とか学校に出前授業というのをおそらくしておられると思う

のですが、清須市としてどのような出前授業をしてみえるか、食育推進にあたって教えてく

ださい。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 小学校についての出前授業ということでお答えをさせていただきますと、宮重大根純種子保存

会、これは市ではありませんけども、団体のほうが春日小学校に出向いて、播種から収穫までの

体験を指導しておりまして、その中で宮重大根の栽培に関する講義等をお話しなどをさせていた

だいたりしています。 

 また、昨年度につきましては、新川小学校のほうから御要望いただきまして、土田かぼちゃを

ぜひ学校の中で栽培をしたいという話がありましたので、先ほど話のありましたボランティアの

農家さんにお手伝いをいただきまして、こちらのほうについても、児童に苗植えから体験をして

いただきまして、その後お話等を学校のほうでさせていただきました。 

 また、それに関しての学習発表などもしていただきまして、実のある授業になったと思ってお

ります。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 ありがとうございます。 

 清須市の食育推進という内容ですけど、特産物振興とか、清須市の土田かぼちゃとか宮重大根

とか、清須市のということにあえてこだわっているということとかはあったりしますか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 本市の現状につきましては、全体的になんですけども、清須市しかない特産品というものが少

ない中で、地元野菜というのは愛知県内においてもかなり少ないのが現状であります。本市にお

きましては、土田かぼちゃと宮重大根というのは非常に貴重な食のコンテンツだと思っておりま

すので、愛知の伝統野菜にも宮重大根はもう既に選定をされてまして、また土田かぼちゃについ

ても、来年になりますけども、愛知の特産野菜に認定される予定であります。こういったものを

後世に大事に残していくというのは、食育の観点から非常に大事だと思っておりますので、この

あたりは力を入れて推進していきたいというところでございます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 ありがとうございます。 

 宮重大根は、私もいただいたときはとてもおいしいなと思ったので、大事なことだとは思いま

すし、これからも進めていただきたいと思うんですけれども、清須市の後期基本計画にあったと

思うんですが、ＳＤＧｓの実現に向けた取組という項目があって、食育ということで特産物振興

というのもすごい大事なことなんですけど、もう少し違った角度から食育推進というところを捉

えて、広い意味でＳＤＧｓ。 

 例えばなんですけど、出前授業の一環でやっていただけるといいのかなというふうに私は思う

んですが、市内のスーパーで取り扱われている、日本人がエクアドルというところでつくったバ

ナナというのがあって、エクアドルで地元の方の雇用も生まれて、そのバナナを輸入している会

社が近隣にあるんですけれども、そこで障がい者の方の雇用も生まれるという流れのある、スト

ーリー性のある食品というものがあって、なので、そういうお話も食育の一環になるんじゃない

かなと思うので、子どもたちにもＳＤＧｓの大切さというのを伝えるという意味では、土田かぼ

ちゃとか宮重大根を取り扱うのもすごく大事なことなんですけれども、違った視点で食育という

ものを進めていっていただくと子どもたちの視野が広がるので、いいのではないかと思います。

ということで、要望としてお願いできればと思います。 

 以上です。 
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福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ７４、７５ページ。 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 小﨑です。 

 農業委員会費のところで確認というか、農業委員の役割と権限について少しお伺いしてもいい

でしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 農業委員の役割については、大まかに一言で言ってしまえば、農地利用の最適化の推進という

のが一番大きな表題になります。その中で幾つかの細かい仕事が分かれておりまして、一番大き

なのが農地の有効利用。これは毎月行われております定例会のほうで行っております農地転用の

適正な運用ですね、こちらのほうの事務になります。ほかについては、担い手の育成とか、行政

機関への意見の提出とか、地域に根差した活動、これはいわゆる広報活動や農業に関する情報提

供なんかを行うというのが農業委員会の主な事務でございます。大きくはそんな点になります。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 小﨑です。 

 今、現状、農業における状態というのは非常に厳しいところがあると思うんですけれども、最

近、耕作放棄地も非常に目立つようになってきておりまして、こういったものも、農業をやる以

上はそういった推進をしていくというのも農業委員の仕事なんでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 今の御質問については、先ほど申し上げた農地の有効利用の点で農地パトロール、毎年８月に
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やることになっております。今年についても先月終わったところでございまして、耕作放棄地の

現状把握と適正な指導というのは大きな役割だと認識しております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 ちなみに、８月にパトロールされた中で、非常にそういう厳しいところというのはありました

でしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 耕作放棄地の現状については、どれぐらいひどいかという点で幾つかに分かれるわけなんです

けども、どうしても農業に適さないような農地になっているというところが一番ひどいとこなん

ですけど、そういったところは全体的でいくとほぼ少ないような現状でして、手を入れれば農地

で活用できるという放棄地が多いという認識をしております。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 私の地元というか、近くのほうですと、今日でも背丈以上に伸びてるような草が生い茂ってる

ところが多々あって、刈れば簡単に農地にはなると思うんですけれども、非常に見栄えもよくな

いですし、地域によってはそういったところは徐々に広がっているような状況があると思うもん

ですから、また、そういったものもできれば改善していただけると大変ありがたいかなと思いま

すので、また、そういった見守りとかもよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 同じところで農業委員会についてお聞きします。 

 まず、今、言われた農業委員会の役割というのは、農地等の利用の最適化の推進という、これ
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が中心にある課題であります。一方、農地法に基づく農地の売買や貸し借りの許可、さらには農

地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会でもあると言われている

わけであります。今、課長が、毎月の定例会ということが言われたわけですが、私はホームペー

ジで議事録を見ておったんですけれども、たしか令和２年度１２回、年月でいうと令和３年３月

２５日以降、議事録が載ってないんですけど、この辺はどうなっておるんでしょうか、定例会に

ついては。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 申し訳ございません。そこの確認は私しておりませんで、当然載せるべきだと認識しておりま

す。 

 申し訳ございません。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 農業委員会の役割が今、述べたものであります。１つ気になるのは、私も過去の議事録を見さ

せていただきました。その中で、令和元年１２月２５日に農業委員会の法令遵守の申合せ決議書、

こういう決議がされておるんですが、そのことは御承知でしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 申し訳ございません。そこの認識はございません。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、言った農業委員会の役割、そして、ちゃんとやっていかないかんということで、令和元年

１２月２５日に農業委員会法令遵守の申合せ決議がされておるんですよね。 

 そこの中を見ると、農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令にのっとり適正

に農地制度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参与の制限、同法第３３条の議
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事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保すること。それから農業委員、

農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法令遵守を徹底すること。これは令和元

年１２月２５日、清須市農業委員会ということで決議書が出されておるんですね。こういう決議

が出されるということは議事録を読んでいただければどうしてかということがあるわけなんです。

しかし、今、言ったように、私の探し方が悪いかもしれませんが、議事録の公表を適切に実施し

てとかいうこともある中で、先ほども言いましたけれども、令和３年３月２５日以降、載ってい

ないと。今は令和４年ですね。毎月定例会を開かれておるということがあるわけですよね。 

 一般質問の中でも出ておりましたけれども、ある場所では、今、法律にのっとって農地転用を

やられて、企業が来るということで、いろいろな動揺もあるわけですよね。農業委員会の役割と

いうのは非常に重要でありますし、きちっと議事録の公表もしていくということが、私、大事だ

と思うんですよ。その辺について、今の質問についてどう思われるかお聞きしたいと思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 議事録の公表につきましては、日々の日常の業務の中で係の動きを見てますと、私の確認不足

で申し訳ございませんけども、当然載せてるものだという認識はありました。係の者もその認識

はあると思っております。掲載していなければ、また確認しまして、すぐに掲載をさせていただ

くべきだと思っております。 

 また、農業委員会において、こういった事務に接するにあたりまして、農業委員の倫理観を持

ってしっかりとした質問をしていただくというのは当然のことだと思っておりますので、そちら

に関してはきちんと私のほうが事務局として、また気づいた点があれば農業委員に御指摘をした

いというふうに考えております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 特に、この間も出てたさっきの話ですけども、農地転用案件への意見具申とか、いろんなとこ

ろで市民の方々もどうなとるんだと知りたい問題もありますし、先ほど言いましたが、課長は知

らんかったと言われるんですが、令和元年には申合せの決議書まで出されておるんですね。それ
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が何で出たかということも御理解いただいて、きちっとやっていくということがやられとると思

うわけですけれども、さらにオープンにしていくということは私、大事だと思いますので、農業

委員会の役割を含めて取り組んでいただきたいということをお願いしておきます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 農業体験塾のことですみません。齊藤です。 

 青い本で２２８ページの農業体験塾費で、事業内容のところに卒業生に対する農地バンク制度

による新規就農支援をするという文章があるんですけれども、農業体験塾を開催した後、新規就

農までたどり着いたことというのはありますでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 体験塾の卒塾生につきましては、３年間、一応、農業に対する学習を終えられた方ということ

で、農地のほうの貸し借り、借りることができるようになります。委員のおっしゃいました新規

就農に関しては、そこまでは至っていないのが現状です。個人的にグループをつくって、卒業生

の方が農地を借りられて、レジャー農園の延長という形で借りられてる案件はございますけども、

就農までは至ってないというのが現状でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 実際の話はですね、最初の頃に受講された方だと思いますが、実際には就農しとる方は１人い

らっしゃいます。後は集団でやられとるという方はいらっしゃいますので、実際一人立ちされて、

今、就農されてる方はお一人いらっしゃいます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 
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齊藤 紗綾香委員 

 その一人の方というのは、おいくつぐらいの年代の方でいらっしゃいますか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 女性の方で、年齢は６８歳になります。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 おそらく農家を続けるというのってすごく大変なことですし、でも、農家さんが増えるといい

のかなというふうに思うんですね。普通に畑を一般的な栽培をしていくということの大変さもあ

るんですけれども、それで若い人が農業に関わるチャンスを大変だからというのでなかなか定着

することができないというのもあると思うんです。 

 私たちもそうなんですけど、私もレジャー農園を借りていて、野菜を作るという上で、安心安

全な野菜を作りたいというところから入る方って結構多いと思うんです。農林水産省が推奨して

いるみどりの食料システム戦略というのがあって、具体的に、化学肥料を３０％減らすとか、化

学農薬を５０％減らすとか、そういうものに対して交付金が出ますよと、そういうものを推奨し

ていくことで交付金が出たりとかするので、そういう新しい形の農業を推奨していくということ

で、農家さんが増えたり、ほかから清須市に入ってきてくれて農家をやってくださったりという

ことにもつながると思うので、そういう今までにない発想でやっていただくというのもいいかな

と思うので、ぜひ御検討をよろしくお願いいたします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ７４、７５ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 では、次、７６、７７ページ。 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 
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 空き店舗活用費です。青い本で２３６ページです。 

 委託料のところの庭園及び施設管理業務のところの事業費なんですけれども、令和２年から令

和３年にかけて約５０万円程度増えていると思うんですけれども、５０万円増えた内容というの

は、どうして５０万円増えたのかなというのを教えてください。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 空き店舗活用費につきましては、一休庵と飴茶庵の運営費ということで計上させていただいて

おりまして、増えた要因となりますと、人件費が上がったのと令和２年度、コロナの関係で休館

日がかなりありましたので、その日数の差だというふうに認識をしております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 分かりました。人件費で５０万円程度増えたということですね。 

 庭園及び施設管理業務に対して令和３年も２００万円以上出ているというので、具体的にどの

ような業務を行っているのかを教えていただければなと思ったんですけれども。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 委託料の中の庭園及び施設管理業務につきましては、主に人件費でございまして、今、両施設

に関しましては金・土・日・祝日の営業になっております。営業時間については１０時から１６

時で、シルバー人材センターの方に１名配置をしていただきまして、施設の管理をしていただい

ております。ほぼ、概ねその業務だというふうに思っております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 シルバーの方の人件費にしては２００万円て多くないのかなと私は単純に思ってしまうんです
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けど、そんなことはないですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 細かくはですね、庭園の維持管理に２つの施設で約２０万円かかっております。そのほかが両

施設、２つの施設の人件費になりますので、およそ１００万円弱だというように考えております。

こちらの額についてはシルバー人材センターの方の人件費になりますので、概ね一般の方に管理

していただくよりは安いもんだということは考えております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 ありがとうございます。 

 ２０万円というのは１か所ですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 １か所１０万円弱です。ですので、２か所で２０万円ということになります。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 それぞれの来客人数というのは把握されていますか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 令和３年度ですけども、一休庵が７６３人、これは延べ人数になりますので、１回入れば１回

とカウントしておりますので、飴茶庵のほうが延べで２千７４７人来館者があったと聞いており

ます。 

 以上です。 
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福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

 庭園というのは私は行ったことがないので、広さって分からないんですけど、管理するのが大

変なぐらいの広さなのか教えてください。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 飴茶庵については外から見ていただければ、少し入り口から下った販路の下のところになりま

して、見ていただけるんですけど、一休庵については、あのあたりの特有のうなぎの寝床みたい

な建物になってますので、中にずっと入った奥に庭園がありますので、それを年に約２回ほど造

園会社に剪定等をしていただいているという業務になります。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 造園会社に支払っているお金もここに入っているということ。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 全てその額でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 人件費で１０万円、１０万円、造園業に払っているのはいくらになりますか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 



－76－ 

 各施設で１０万円切っておりまして、９万９千円ほどが毎年、１施設で造園業者に支払う額だ

と認識しております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 すみません、私、すぐに計算できないので申し訳ないんですけど、１０万円×２施設の人件費

が１年間で妥当ということか。分かりました。清須市としては１０万円人件費として来客人数に

応じた１０万円というのが妥当だということで考えてみえるという認識でよろしいですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 私のお答えが悪いかもしれませんけど、庭園の管理については施設の中にあります樹木とか、

そういったものの管理になりますので、人件費以外にも処分費とか作業費がかかりますので、

日々日常の管理運営を行っているシルバーとは全く違う業務だと認識しております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 齊藤委員。 

齊藤 紗綾香委員 

 分かりました。ごめんなさい、そうすると計算が合わないのかなと思っちゃうんですけど、分

かりました。私も計算機がないとすぐ計算できないので、分かりました、大丈夫です。 

 ありがとうございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ７６、７７ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 では、７８、７９ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 新型コロナウイルス感染症対策事業者支援費ということで、主要施策の２４２ページのところ

のあいスタですね、これは一生懸命やられてるわけです。コロナがこんな第７波が来るとは思っ

てもみなくて、今、飲食店の皆さんは本当に大変な思いをされておるんと思うんですよね。商工

会の皆さんともいろいろ連携しながら取り組まれたと思うんですが、三つ星取得の奨励金で支給

件数が７６件と４１件、それから下の接客形態事業者感染症対策強化支援補助２０７件、分母と

分子の関係で清須市の商店の数からいってどうなのか、どういう認識で、さらにはこの制度をや

ってどういう反応があったのかお聞きしたいと思います。これは一般財源も使われておりますの

で。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 まず、飲食店に対するあいスタの認証についてお答えをさせていただきます。 

 こちらにつきましては、飲食店の数を把握しないといけないという問題がありまして、まず昨

年度事業を行うにあたりまして、その把握については保健所の申請を頼りにさせていただきまし

た。その中で、飲食店については２５２件該当があるという、あいスタの認証の対象となるよう

な店舗は２５２件ということで把握をさせていただきました。 

 そのうち各店舗に訪問したわけですけども、閉店や休業不明が４２件ございました。また、訪

問に関して少し不安に思われて拒否された方が４件ということで、実質訪問できたのが２０６件

ございました。なので、概ね周知のほうはできたというふうに認識しております。また、あいス

タ認証結果になりますけども、事業を始めた当初が１０月になりますので、そちらの時点で６０

件、あいスタの認証店がございました。 

 事業の周知をして回った結果、３月２日の時点の数値になりますけども、あいスタの認証店が

１６４件に増えました。これは約２．７倍となりまして、１６４件のうち三つ星取得が１３６件

となりまして、効果のほうはそれなりにあったんではないかというふうに認識しております。 

 また、接客形態事業者の感染症対策強化支援補助金につきましては、同様に、広報の告知とあ

いスタ認証の訪問時に事業の紹介をさせていただきまして、こちらにつきましても多くの申請を

いただきました。運用上いろいろ問題はあったんですけども、概ね多くの方に利用いただいたと

いうふうに認識しております。こちらについては２０７件の利用がありましたので、こちらのほ

うについても市民の方、事業者の方、利用いただいて、かなり反響があったんじゃないかという
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ふうに認識しております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 業者の方は本当にコロナの問題で困難な中、頑張ってみえると思います。いろんな制度を活用

して本当に生きつないでみえる方が多いと思うんですよね。その上で、今、計算上また聞きます

けれども、２５２件あって４２件が不明で、プラス４件が不安でということでいろいろ言われて、

合計で２０６件のうち７６件が申請されたと。その他１０万円が４１件ということだったんです

けれども、まず、接客形態事業者が２０７件あるけど、２０６件で２０７件て、１件はどういう

足し算かなというのがまず第１点。 

 それから、当初は７６件云々だったけど、三つ星で１３６件まで広がったと付随して今お答え

があったんですけど、当初取り組むにあたって躊躇されたおったというか、行政の方も制度活用

のために一生懸命動かれたわけですけれども、最初令和３年度についてはなかなか伸びなかった

ような課題というのは何かあったのか２つお聞きしたいと思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 まず最初の御質問についてはですね、接客形態事業者の補助金については２０７件という実績

を申し上げましたが、この数値の中には飲食店以外のお店も入っておりますので、分母の数が全

く違ってきますので、そこは申し訳ございません。把握しておりませんので、少し齟齬があると

思います。 

 ２つ目の御質問、数値が伸びなかったという点ですが、これはあいスタに対しての数値でしょ

うか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 当初のことから今ずっと三つ星だけでも増えてきたような、令和３年度決算以外にも三つ星が

伸びてきたような話をさっきされとったもんですから、最初取り組むにあたってですね、ここに
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はあいスタ認証三つ星取得奨励金で３０万円が７６件、１０万円が４１件ということで、さっき

１３６件ということで言われたもんだから、これ以外に載ってないところもあるのかなというと

ころでの取組でですね、その辺のいきさつをお聞きしたかったということです。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 この事業をやるにあたって、あいスタ認証については三つ星取得というのは、当然、二つ星、

一つ星よりもハードルが高いものになるんですけど、やはり三つ星を取っていただくと来店され

る方も非常に安心感が得られると考えましたので、そのあたり、三つ星を限定として補助対象と

させていただきました。 

 それに関していろいろ御意見もあったとは思うんですけども、県のほうも商工会のほうもフォ

ローしまして、三つ星取得ということの条件については概ね御理解いただいて、それに向けて多

くの方が賛同いただいたというふうには認識しております。 

 少し期間も短かったというのが伸びなかったという御指摘に当たるのかもしれないんですけれ

ども、そのあたりは会計年度決算もありますので、少し反省点だというところもあるかもしれま

せん。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今回取り組むにあたって、最初は２５２件の飲食店を保健所から聞いて、全部に当たってとい

う、その辺は非常に一生懸命やられたというのはよく分かります。そういう中でこの数だったも

んですから、何かいろいろハードルが高い部分もあったのかということもあって、あえてお聞き

しました。 

 現状がどれだけのお店があって、実態がどうなのかということをとらえながらこういった事業

を一生懸命やられたということが分かりましたので、さらに地元の飲食店を含めて、しっかり対

応していただきたいということをお願いしておきます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 ７８、７９ページ、ほか、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは、これで質疑は終わります。 

 次に、認定第２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について、歳入歳出続け

て説明をお願いいたします。 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課長、三輪です。 

 認定第２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について御説明いたします。 

 令和３年度清須市歳入歳出決算書１１２ページ、１１３ページを御覧ください。 

 歳入です。 

 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、予算現額１３

億５５４万７千円、収入済額１３億６７１万８千５８８円、不納欠損額２千７６１万７千１５８

円、収入未済額２億７千７０１万７８３円、１節現年課税分と２節滞納繰越分です。収入済額の

うち過誤納金還付未済額８８万２千８００円です。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、予算現額３千円、収入済額５万５千３１０円、不納欠損

額２３万８千６９５円、収入未済額６４万８千３９６円、１節滞納繰越分です。現年課税分の徴

収率は９２．９３％、滞納繰越分の徴収率は一般と退職を合わせまして２２．８８％となりまし

た。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、予算現額１千円、収入済額はあ

りません。１節過年度分です。 

 ２項国庫補助金、１目国民健康保険災害等臨時特例補助金、予算現額０円、収入済額４９２万

４千円、１節国民健康保険災害等臨時特例補助金で、国民健康保険税のコロナ関連減免の財政支

援金です。 

 ３款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金、予算現額１千円、収

入済額はありません。１節過年度分です。 

 ４款県支出金、１項県交付金、１目保険給付費等交付金、予算現額４０億１千４０４万４千円、

収入済額３９億３千９万１千８７８円、１節普通交付金分と２節特別交付金分です。主な内容は、
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被保険者に係る療養の給付等に要する費用で、普通交付金として３８億５千１６５万７千８７８

円です。 

 ２目財政安定化基金交付金、予算現額１千円、収入済額はありません。１節財政安定化基金交

付金です。 

 ５款財産収入、１枚はねていただきまして、１１４ページ、１１５ページを御覧ください。１

項財産運用収入、１目利子及び配当金、予算現額１千円、収入済額１円、１節利子及び配当金で

す。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、予算現額５億６千４３３万１千円、収

入済額５億５千４５万３千１８７円、１節職員給与費等繰入金から５節その他繰入金までで、一

般会計からの繰入金です。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、予算現額１億３千１２４万１千円、収入済額１億３千

１２４万１千１４２円、１節繰越金です。 

 ８款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、予算現額２千円、収入済額６９２万

７千４０４円、１節一般被保険者延滞金と２節退職被保険者等延滞金です。 

 ２項雑入、１目滞納処分費、予算現額１千円、収入済額はありません。１節滞納処分費です。 

 ２目一般被保険者第三者納付金、予算現額１千円、収入済額１８３万５千７４３円、１節一般

被保険者第三者納付金です。 

 ３目退職被保険者等第三者納付金、予算現額１千円、収入済額はありません。１節退職被保険

者等第三者納付金です。 

 ４目一般被保険者返納金、予算現額１千円、収入済額４２２万６千５００円、１節一般被保険

者返納金です。被保険者からの医療費等の返還金です。 

 ５目退職被保険者等返納金、予算現額１千円、収入済額２８７円、１節退職被保険者等返納金

です。 

 １枚はねていただきまして、１１６ページ、１１７ページを御覧ください。 

 ６目雑入、予算現額１千円、収入済額はありません。１節雑入です。 

 歳入の説明は以上です。 

 １枚はねていただきまして、１１８ページ、１１９ページを御覧ください。 

 歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算現額４千５６２万４千円、支出済額４千
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１７６万８６２円、１節報酬から１３節使用料及び賃借料までです。 

 ２目連合会負担金、予算現額９０万３千円、支出済額８６万９千４６９円、１８節負担金、補

助及び交付金です。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、予算現額３１５万円、支出済額２２４万６千２７３円、１０節

需用費から１２節委託料までです。 

 ２目滞納処分費、予算現額２千円、支出済額はありません。１０節需用費と１１節役務費です。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費、予算現額１８万４千円、支出済額１７万５千１９６円、

１節報酬と１０節需用費です。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、予算現額３４億４千９２８万

円、支出済額３３億４千７９３万５千９６５円、１枚はねていただきまして、１２０ページ、１

２１ページを御覧ください。１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、予算現額１千円、支出済額はありません。１８節負担金、補

助及び交付金です。 

 ３目一般被保険者療養費、予算現額６千１０３万２千円、支出済額５千１３６万６千９２８円、

１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ４目退職被保険者等療養費、予算現額４千１４７円、支出済額はありません。１８節負担金、

補助及び交付金です。 

 １目から４目の主な内容は、医療費保険者負担分の支払いや療養費等支給に関するものです。 

 ５目審査支払手数料、予算現額１千６５万６千８５３円、支出済額１千５２万３千６７６円、

１２節委託料です。主な内容は、診療報酬明細の審査及び支払手数料です。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、予算現額４億５千８８０万１千６５４円、支

出済額４億５千８８０万１千６１８円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ２目退職被保険者等高額療養費、予算現額０円、支出済額はありません。１８節負担金、補助

及び交付金です。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、予算現額４５万９千２６円、支出済額４５万９千２６

円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ４目退職被保険者等高額介護合算療養費、予算現額０円、支出済額はありません。１８節負担

金、補助及び交付金です。 

 １目から４目までの１８節負担金、補助及び交付金は、高額療養費支給に関するものです。 
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 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、予算現額１千円、支出済額はありません。１枚はねて

いただきまして、１２２ページ、１２３ページを御覧ください。１８節負担金、補助及び交付金

です。 

 ２目退職被保険者等移送費、予算現額１千円、支出済額はありません。１８節負担金、補助及

び交付金です。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、予算現額３千３０２万６千６１円、支出済額１千５

２９万４千９７０円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ２目支払手数料、予算現額１万９千円、支出済額７千５６０円、１２節委託料です。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭費、予算現額４７５万円、支出済額３６５万円、１８節負担金、補助

及び交付金です。 

 ６項傷病手当金、１目傷病手当金、予算現額１００万９千２５９円、支出済額１００万９千２

５９円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費、１目一般被保険者医療給付費、予算現額１

１億７千４３６万２千円、支出済額１１億７千４３６万１千８２７円、１８節負担金、補助及び

交付金です。 

 ２目退職被保険者医療給付費、予算現額９６万２千円、支出済額９６万１千８６９円、１８節

負担金、補助及び交付金です。 

 ２項後期高齢者支援金、１目一般被保険者後期高齢者支援金、予算現額４億８７０万９千円、

支出済額４億８７０万８千８６４円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 １枚はねていただきまして、１２４ページ、１２５ページを御覧ください。 

 ２目退職被保険者後期高齢者支援金、予算現額１千円、支出済額はありません。１８節負担金、

補助及び交付金です。 

 ３項介護納付金、１目介護納付金、予算現額１億６千７２３万３千円、支出済額１億６千７２

３万２千２８３円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 １２２ページ、１２３ページの１項医療給付費から１２４ページ、１２５ページの３項介護納

付金までの１８節負担金、補助及び交付金は、国保財政運営の主体である愛知県に支払う事業費

納付金です。 

 ４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、予算現額

１千円、支出済額はありません。１８節負担金、補助及び交付金です。 
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 ２目保険財政共同安定化事業拠出金、予算現額１千円、支出済額はありません。１８節負担金、

補助及び交付金です。 

 ５款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金拠出金、予算現

額１千円、支出済額はありません。１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、予算現額４千８８

４万３千円、支出済額３千１１７万２千４７５円、１０節需用費から１２節委託料までです。主

な内容は、国民健康保険で実施しています特定健診に関するものです。 

 ２項保健事業費、１目疾病予防費、予算現額８６８万５千円、支出済額４４９万３６２円、７

節報償費から１枚はねていただきまして、１２６ページ、１２７ページを御覧ください。１８節

負担金、補助及び交付金までです。主な内容は、人間ドック受診費補助やジェネリック差額通知

など、疾病予防に関するものです。 

 ７款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、予算現額１千円、支出済額１円、

２４節積立金です。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、予算現額６００

万円、支出済額５７６万５千７６円、２２節償還金、利子及び割引料です。国民健康保険税還付

金です。 

 ２目退職被保険者等保険税還付金、予算現額１０万円、支出済額はありません。２２節償還金、

利子及び割引料です。 

 ３目一般被保険者還付加算金、予算現額１０万円、支出済額はありません。２２節償還金、利

子及び割引料です。 

 ４目退職被保険者等還付加算金、予算現額１千円、支出済額はありません。２２節償還金、利

子及び割引料です。 

 ５目償還金、予算現額３万２千円、支出済額はありません。２２節償還金、利子及び割引料で

す。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、予算現額１億１千１２４万２千円、支出済額１億１千１２

４万１千１４２円、２７節繰出金で、一般会計への繰出金です。 

 ９款予備費、１項予備費、１枚はねていただきまして、１２８、１２９ページを御覧ください。

１目予備費、予算現額２千万円、支出済額はありません。 

 歳出の説明は以上です。御審議のほどお願いいたします。 
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福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方、挙手をお願いします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 土本です。 

 成果報告書の３６６ページ、３６７ページの国民健康保険の徴収率についてお伺いさせていた

だきたいと思います。 

 本市は９２．９３％ということになっていますけれども、この数字というのは、愛知県の中で

は何位ぐらいなのか教えていただけますでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課長、三輪です。 

 県内３８市市政団体のうち、本市は前年度より順位を３つ下げ３３番目でした。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 ありがとうございます。 

 もう１つだけ御質問させていただきます。 

 ３６７ページの９２．９３％の下のところの２２．８８％というのが収入未済額という額のパ

ーセントになっていますけれども、滞納分になると思いますけれども、これはどのように回収を

進めていかれているのか、回収方法等、分かれば教えていただけますでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 収納課長。 

収納課長（  清岳君） 

 収納課長の でございます。 
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 滞納繰越分の徴収率は２２．８８％ということなんですけれども、特に現年度分とそんなに対

して大きな差はないんですけれど、納期限が１年以上たってるものということでございますので、

随時、催告書を発送したりですとか、あとは電話等による催告をしながら、それでもなお納付の

ない方の場合には財産調査等を進めまして、納付の意思のない方につきましては、なおかつ財産

のある方に関しては財産処分ですね、滞納処分で差押えという処分がございまして、そういった

ことをやりながら滞納繰越分の税収に努めております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 ありがとうございました。 

 徴収方法についてもよく分かりましたので、大変なお仕事かと思いますけれども、また、よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 いろいろ聞きたいと思います。決算書だといろいろ分かりづらい部分がありますので、せっか

くですので、主要施策の３７０、３７１ページがまとめられておりますので、その部分を見なが

らいろいろお聞きしたいなと思います。 

 １つは県の単一化に目指して標準税率を県下で合わせていくということで進められておるわけ

であります。予算の時点でも私は改定における算定にあたっての基礎ですね、いろいろ毎年改定

が行われておるもんですから、特にコロナ禍の下でどうしていくんかということで課題について

投げかけていただいておりますが、改めて検証という意味で令和３年度についてお聞きしたいと

思います。 

 この保険税の令和３年度の改定にあたり、まず最初に所得の部分で、そのときはマイナス６．

１７、所得をそういう形で見込んで算定されたということだったんですけれども、所得にあたっ

ては、この決算にあたってどういうふうに判断を見られておるのかお聞きしたいなと思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課長、三輪です。 

 令和３年度国民健康保険税現年分の調定額は、被保険者数の減少等により９４１万６千９００

円の減額となりましたが、調定額を年間平均被保険者数で除した１人あたりの保険税額は、令和

３年度１０万４千３８８円となりました。前年度の１０万２千８４４円と比べますと１千５４４

円、１．５％増となっております。 

 収納状況につきましては、１人あたりの保険税賦課額が増加いたしましたが、収納率は９２．

９３％と、前年度より０．０１ポイント向上いたしました。 

 これらの結果、前年度と比べ被保険者数が２．１７％減少したものの、保険税現年度分収入済

額は０．６９％の減少にとどまりました。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 税務課がおらんので分からんのかもしれませんけれども、令和３年度の加入者の所得をどうい

うふうに見るかというところで改定にあたって聞いたときには、所得をマイナス６．１７見込ん

で算定したんだということでありました。そういう中で、今回改めて決算が出されたわけであり

ます。まず私は、コロナ禍の下で所得が減る中での改定だったと思うわけであります。そのこと

を押さえながら、次に出の部分で医療費についてお聞きしたいわけでありますが、当初は９．

３％減でおおよそ２億円と言われておったわけであります。しかし、現実には３７１ページのと

ころに書いてある医療費になったという認識でよろしいんでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 療養給付費等は、こちらの３７０ページのところに載っていますとおり、３３億４千７９３万

５千９６５円でした。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 給付費という全体で言われたわけですけれども、私が予算のときに聞いたのは、当初は９．

３％減で、おおよそ２億円、こういうことを言われたわけであります。何を聞きたいかというと、

医療費とそれから皆さんの所得、これをいくらぐらい見込んで、その上で税率とかいろんなもの

を算定されたわけであります。そうすると、所得がいくら減って、医療費がいくら減ってという

ことが出てくるわけであります。ということは、所得が減っている中で、年金等が減るわけであ

ります。そういう中でこの負担が増やされてきておる。ぎりぎりの生活をしている人が多いわけ

であります。そういう中で、私は出の医療費等、関係を見ていくと、今回、均等割等も増えてお

るわけですけれども、その辺の実態が見えてきて、次年度に非常につながっていく課題だと思う

わけであります。 

 また、別の角度からお聞きしたいわけでありますが、１つは、令和３年度のコロナ減免の申請

件数というのはどういう実態だったのかお聞きしたいと思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 令和３年度のコロナ減免の件数ですが、５７件、減免総額については８４６万１千円でござい

ました。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ５７件ということであります。額にしてはかなりの８４０何万円ということであります。今こ

ういう実態だと。それで予算のときも言いましたけれども、６５歳から７４歳までの割合という

のが４１．３％あったわけであります。さらには２００万円未満の世帯の割合というのが６６．

５％、これはそういう状況で決算のときでもそういうふうに見られておるのか、その実態ですね、

どうでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 
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市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 令和３年度の所得２００万円未満の世帯は６千７８世帯、７４．０４％、前年度と比較します

と低所得者層が増加しております。コロナの影響によるものだと考えております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、昨年の予算のときよりも私はかなり増えたと思うわけであります。２００万円未

満が７４．０４％、こういう実態の中で、今回、改定がずっと続けられておるわけであります。 

 先ほど冒頭言われましたけれども、令和３年度の改定でも世帯あたりと１人あたり大きく改定

されたわけであります。私は、コロナ禍の下、消費税の増税と景気が落ち込んで社会保障への負

担増で、払いたくても払えないという状況が非常に生まれておるという認識であります。国保は

国民皆保険制度を下支えする制度でありますので、社会保障であるという立場に立って、誰もが

払える保険税にしていく、私はこのことが大切であるということを申し述べて、質問を終わりま

す。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 歳出のことも聞いてもいいですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 どうぞ。 

土本 千亜紀委員 

 成果報告書の３７１ページの保険給付金の中でオの、その他保険給付というところに出産育児

一時金ということで、国民健康保険を利用された方は３７件４２万円の出産一時金を受け取られ

ているわけですけれども、清須市においては出生率が県内トップクラスだということでお伺いし

ておりますけれども、社会保険も合わせて年間どれくらいの赤ちゃんが出産されているのか教え

ていただけますでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課、北神です。 

 本市の令和３年１月１日から１２月３１日までの年間出生数値ですが、出生人数は６９３人で、

また出生率は１０‰でございます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 補足じゃないんですけど、今の１０‰というのは住基に基づく実態の数値でございまして、清

須市は令和２年、令和３年度と県内で１位の出生率になったわけですが、そこの数値というのは

若干違っておりまして、これが公式の数値になるんですけど、それにつきましては出生率は先ほ

ど６９３人と言ったんですが、これはいろいろ計算式があるんですけど、公式の出生数ですね、

これは６８３人。ちなみに、その分母となる人口につきましては６万７千３７３人という人口を

用いておりまして、出生率としては先ほどは１０‰と申しましたが、公式には１０．１‰という

ような形で県内１位ということになっております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 土本委員。 

土本 千亜紀委員 

 土本です。 

 県内トップクラス、１位ということは本当に誇らしいことだと思いますので、赤ちゃんが生ま

れるだけではいけないと思いますので、その後しっかり受け皿というか、子どもさんが大きくな

っていく過程もしっかり私たちも取り組んでまいりたいと思います。 

 ありがとうございました。以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ほかに質疑はございますでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 これで質疑を終わります。 

 認定第２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について採決いたします。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 多 数 ＞ 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ありがとうございます。 

 賛成多数でございます。 

 よって、認定第２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計決算認定については、認定すべ

きものと決しました。 

 ここで４５分まで休憩します。よろしくお願いします。 

（ 時に午後 ２時３５分 休憩 ） 

（ 時に午後 ２時４５分 再開 ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは、次に、認定第４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について、

歳入歳出続けて説明をお願いいたします。 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課長、三輪です。 

 認定第４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について御説明いたします。 

 令和３年度清須市歳入歳出決算書１６０ページ、１６１ページを御覧ください。 

 歳入です。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、予算現額４億

５千７８０万３千円、収入済額４億３千１４９万９千４００円、収入未済額マイナス５万７千１

００円、１節現年度分です。収入済額のうち過誤納金還付未済額５万７千１００円です。 

 ２目普通徴収保険料、予算現額４億１６７万３千円、収入済額３億７千３３６万１千９００円、

不納欠損額２２１万５千５００円、収入未済額７５０万３千７００円、１節現年度分と２節滞納

繰越分です。収入済額のうち過誤納金還付未済額１５万６千１００円です。現年度分の徴収率は、

特別徴収、普通徴収を合わせまして９９．４１％、滞納繰越分の徴収率は２１．１３％となりま

した。 
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 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、予算現額７億７千５２８万２千円、収

入済額７億７千４８４万４千１６０円、１節職員給与費繰入金から４節療養給付費繰入金までで

す。 

 ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、予算現額２千８０４万１千円、収入済額２千８０４万

９１円、１節繰越金です。 

 ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、予算現額１千円、収入済額４万１千

円、１節延滞金です。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、予算現額７０万５千円、収入済額６４万７千

６００円、１節保険料還付金です。 

 ２目還付加算金、予算現額１万円、収入済額３千８００円、１節還付加算金です。 

 ３項雑入、１目雑入、予算現額４千４８８万８千円、収入済額４千４８８万７千３０９円、１

節雑入です。主な内容は、前年度療養給付費負担金の過年度精算金となります。 

 歳入の説明は以上です。 

 １枚はねていただきまして、１６２ページ、１６３ページを御覧ください。 

 歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算現額６４７万６千円、支出済額５８１万

５千９９２円、１節報酬から１２節委託料までです。 

 ２項徴収費、１目徴収費、予算現額８８２万４千円、支出済額８１５万７千９１３円、１０節

需用費から１３節使用料及び賃借料までです。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医

療広域連合納付金、予算現額１６億１千９８７万８千円、支出済額１５億３千６７８万８千２８

３円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、予算現額７１万６千円、支出

済額６６万６００円、２２節償還金、利子及び割引料です。内容は、被保険者への保険料還付金

に関するものです。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、予算現額７千１５０万９千円、支出済額７千１５０万８千

８００円、２７節繰出金です。 

 ４款予備費、１項予備費、１枚はねていただきまして、１６４ページ、１６５ページを御覧く

ださい。１目予備費、予算現額１００万円、支出済額はありません。 
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 歳出の説明は以上です。御審議のほどお願いいたします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 質問させていただきます。 

 これも県一括でやってますので、いろいろ分かりづらいところがあるかと思います。主要施策

の３８８ページを見ながら少しお聞きしたいと思います。 

 予算のところでも言いましたけれども、特に令和３年度の改定ですね、何が行われたかという

ことであります。 

 今年は特例であった７．７５軽減が７割軽減の本則へと縮小されたわけであります。これで愛

知県の後期高齢者の会議の中でも出ておりましたが、この影響を受けたのが県下でも１８．５％

の方、１８万４千２８５人の方々が県下で影響を受けたということであります。私も予算時にた

しか特例措置の問題を聞いたわけですけれども、私の記憶では影響を受けた人１千４７４人かな

と。本市ではどれぐらいの方が影響を受けたか分かれば教えていただきたい。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課、三輪です。 

 １千４３２人が変更の対象となり、総額５２３万６千８２４円の保険料増となりました。全体

の被保険者に対し１６．６％の割合となります。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。 

 １６．６％の人がこの影響を受けたということであります。 

 もう１つ、令和３年度医療費であります。県のほうでは、全体で見ると医療費の実績が３．２
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２％の増加、医療給付費は３．３７％の増加だと言ってみえるわけでありますけれども、本市の

特に被保険者の加入者はどんな実態だったのか、大まかでいいです。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 令和３年度の医療費総額は８０億９千９６９万２千１５４円で、前年度比５．９％の増でした。

広域連合はこのうち７４億２千４４万７千９２２円の保険給付を行い、本市は５億８千４８７万

円の費用負担をしております。１人あたりの医療費は９５万３千２４１円で、前年度比５．６％

の増でした。また、１件あたりの医療費は３０万７９５円で、前年度比３．６％の増でした。令

和２年度の医療費は、コロナ禍の医療控えの影響で、過去５年で最も低いものとなりましたが、

令和３年度はその反動でコロナ禍以前以上の伸びを見せております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 医療費も増えて非常に実態的には大変な状況だったということであります。しかし、先ほども

国保の。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石田部長。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 先ほどの１件あたりの医療費ですか、３０万何がしと申しましたかね。すみません、３万７９

５円になりますので、訂正させていただきます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 中身を見るとですね、後期高齢者医療事業の大変な実態が浮かび上がってくるわけであります。

特に高齢者の方々は非常に所得も低い状況が見受けられるわけでありますが、懸念されるのは、

未申告の人は所得不明として取り扱われて、均等割は満額算定されるおそれがあるわけでありま

す。本市の実態はどうかお聞きしたいわけでありますが、例えば、令和４年７月時点で県全体で
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は２千１１２人の方がこういう方々がみえて、いろいろ自治体によって手だてされておるという

ことでありますが、未申告者の扱いというのはどういうふうに考えられておるのかお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 未申告者につきましては、本算定前の段階でリストアップし、申告勧奨を行っております。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 申告勧奨のことをお聞きして分かったわけですけど、本市の場合はそうやって既にやられてお

ってですね、再度の働きかけもやってみえるかということで理解しておきたいと思います。 

 県が言ってる２千１１２人の中に未申告者の所得不明者というのは、本市は含まれていないと

いう理解でよろしいでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 当局、答弁。 

保険年金課課長補佐（犬飼 剛志君） 

 保険年金課の犬飼です。 

 令和３年度につきましては１７名の方が未申告状態でいる状態であります。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そういう方にも、先ほど課長が言われたように、申告の勧奨を進めてしっかりやっておられる

という認識でよろしいでしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 課税に関わる税務課と協力連携しながら、未申告者に対し申告勧奨を毎年行っております。 
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 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 均等割が満額算定されるおそれがありますので、こういった実態をつかんでいただいて取り組

んでいただきたいと思います。 

 もう１つ、ついでにお聞きしておきますが、令和３年３月現在、愛知県下で短期保険証の扱い

ですね、６４１人、３８市町村に実態があるわけですが、本市の場合は、後期高齢者の短期保険

証はどんな実態でしょうか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 短期保険証につきましては、まず、収入が少なく保険料を年金特徴ができない普通徴収の方で

低所得者の方が多いということや持病があり生活が非常に厳しい方もいることから、短期保険証

の運用は行っておりません。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。 

 後期高齢者医療の中身、実態を見ると、非常に大変な実態があるわけであります。ぜひ、後期

高齢者医療、どんどんどんどん改定もされて、値上げというか、制度が私からすれば改悪されと

るわけでありますので、後期高齢者になっても非正規雇用で働いている高齢者の皆さんはまだま

だたくさんみえるわけであります。さらには令和３年度といえばコロナ禍で仕事が減って、ある

いは仕事を失って収入が激減している高齢者、こういう方々に対してこれ以上負担を強いるとい

うことは私はいかがなものかということであります。しっかりこの中身も捉えていただいて、ぜ

ひ、国や県のほうにも声を上げていただきたいということをお願いしておきます。 

 以上であります。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 ほかに質疑ございますでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 これで質疑を終わります。 

 認定第４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について採決いたします。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 多 数 ＞ 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ありがとうございます。 

 賛成多数でございます。 

 よって、認定第４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定については、認定す

べきものと決しました。 

 次に、議案第４１号 五条広域事務組合規約の変更に関する協議について説明をお願いいたし

ます。 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 生活環境課の松村でございます。 

 それでは、令和４年９月清須市議会定例会市長提出議案等の１９ページをお願いいたします。 

 議案第４１号 

 五条広域事務組合規約の変更に関する協議について 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、五条広域事務組合規約を変更することについて、

関係地方公共団体と協議するため、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 令和４年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、２０ページをお願いいたします。 

 五条広域事務組合規約の一部を変更する規約案 

 五条広域事務組合規約の一部を変更する規約ということで、規約の一部を次のように変更する

ということで、主な改正内容について説明させていただきます。 

 第３条に規定する組合の共同処理する事務のうち、第２号の火葬施設の建設及び管理運営に関
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する事務につきまして、火葬施設の建設が令和３年に完了しておりますので、「建設及び」の字

句を削除するという改正でございます。 

 次に、第８条に規定する組合経費の支弁の方法につきまして、第２項第３号の汚泥再生処理セ

ンター整備事業債の償還金の償還が完了いたしましたので、項目を削除するというものでござい

ます。 

 また、構成市が毎年支出しています五条広域事務組合負担金の一部事務費につきまして、現在、

し尿に係る共同処理事業に係る人口割で算出しております。令和３年６月１０日に五条川斎苑の

供用開始がしたということで、一般事務事業費に火葬場の運営事業の人口割を合計した負担割合

にするという改定でございます。 

 附則 

 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 新旧対照表と緑本の１２ページがまとめて書いてあるもんですから、これを見て若干確認の意

味でお聞きします。 

 組合の共同処理事務のうち火葬施設の建設に係る規定を取るということであります。あともう

１つは、汚泥再生処理の負担割合に係る規定の削除ということであります。さらには一般事務に

関する経費の負担割合の変更ということで、改めてそこに表が載っております。それで確認した

いのは、建設に係るのは建設が終わったからということで、運営する上でということで、改めて

五条広域事務組合の規約等も読まさせていただいたわけであります。その中で確認ですけれども、

改めてお聞きしますが、清須市の説明のときも言われました。負担割合の問題ですね、これは令

和４年度がどうなって、令和５年度がどうなって、それで差し引きするとこれぐらいが変わると

いうことが言われたわけですけれども、改めてもう一度その部分について御説明いただければな

と思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 
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 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 負担割合につきましては、令和４年度までにつきましては、し尿処理に関する人口割で算出を

しております。そのため、この緑本の１２ページでいいますと、清須市が６１．８４％、あま市

はあくまでも旧甚目寺町の関係になりますけど、その人口割で３８．１６％になります。 

 令和５年度につきましては、し尿だけではなくて、今度は火葬に関する負担割合も加算すると

いうことで、し尿は今までどおりで、火葬につきましては清須市は変わらないんですけども、あ

ま市につきましては、あま市全域の人口割ということになりますので、それを足して２で割った

ような形でいきますと、今度は清須市が５２．８４％、あま市が４７．１６％で、約９％、清須

市の負担が下がると。これはあくまでも令和３年度の人口で計算しておりますけど、まだ令和４

年度の９月末が人口が来ておりませんので、あくまでも令和３年度の人口ですので、今年度に向

けてまた予算等を確保する場合は、もう少し変更になってくるかと思います。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 算出される上でいろいろ話し合われたと思いますが、今の人口でいくとこういう形で、６１．

８４％が５２．８４％に下がるということであります。今後まだまだ五条広域はいろいろやって

いかないかん部分も多いし、負担割合から見てお金も大変必要になってくるわけでありますが、

負担割合の変更については協議がスムーズにいく中で何かあったんでしょうか。スムーズにいっ

たのか、今後のこともありますので、その辺だけお聞きしておきます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 松村次長。 

市民環境部次長兼生活環境課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 負担割合で決めるにあたりまして、し尿と同じ処理数というんですか、そういったもので求め

てもいいのか、あるいは本当に人口でやったほうがいいのかというふうにいろいろ協議されたみ

たいですけども、近隣の市町等の火葬関係も見ますと、人口割というのが決められていたのが多

いということで、今回このようになったというふうに聞いております。 
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 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ほかに質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第４１号 五条広域事務組合規約の変更に関する協議について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第４１号 五条広域事務組合規約の変更に関する協議については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４３号 令和４年度清須市一般会計補正予算（第５号）案所管分について説明を

お願いいたします。 

 北神課長。 

市民課長（北神 聖久君） 

 市民課の北神です。 

 議案第４３号 令和４年度清須市一般会計補正予算（第５号）案のうち市民環境部所管分につ

いて御説明いたします。 

 令和４年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の８ページ、９ページを御覧ください。 

 初めに歳入です。 

 一番下の表になります。 

 １９款繰入金、１項特別会計繰入金、１目国民健康保険特別会計繰入金、補正額７千８４３万

９千円の増額、１節国民健康保険特別会計繰入金です。 

 １段飛びまして、３目後期高齢者医療特別会計繰入金、補正額４千３３３万７千円の増額、１

節後期高齢者医療特別会計繰入金です。 

 歳入につきましては以上です。 
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 続きまして、歳出です。 

 ３枚はねていただきまして、１４ページ、１５ページを御覧ください。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、補正額８万４千円の減額、

３節職員手当等及び４節共済費です。説明欄を御覧いただきまして、会計年度任用職員報酬等８

万４千円の減額は、一般職常勤職員の給与改定を踏まえた期末手当の支給月数の引下げ等に係る

会計年度任用職員人件費の減額です。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額３千５３８万４千円の増額、３節

職員手当等から２７節繰出金までで、市民環境部所管分につきましては、説明欄の国民健康保険

特別会計繰出金６万９千円の減額及び後期高齢者医療特別会計繰出金１万円の減額で、それぞれ

会計年度任用職員における期末手当の減額です。 

 ３枚はねていただきまして、２０ページ、２１ページをお願いします。 

 ７款商工費、１項商工費、２目商工業振興費、補正額３万円の増額、１０節需用費です。内容

としましては、原油などの価格高騰の影響を受け、不足が見込まれる一休庵及び飴茶庵の電気料

金の増額です。 

 ３目観光費、補正額１７３万９千円の増額、３節職員手当等から１０節需用費までです。内容

としましては、会計年度任用職員における期末手当の減額及び清洲城、清洲公園、清洲古城跡公

園及び清洲ふるさとのやかたにおける電気料金の増額です。 

 議案第４３号 令和４年度清須市一般会計補正予算（第５号）案のうち市民環境部所管分につ

いての説明は以上です。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 入りと出のところがありますが、特に出の部分で今お聞きしとると、今回の補正は会計年度任

用職員の問題とそれから電気料ということが大まかなものだったと思います。会計年度任用職員

の課題でありますが、今日は人事の方がみえてます。この間、本市は６０４人ということで言わ

れておりましたが、期末手当でパートタイムの方が対象であると思いますが、本市の場合、パー
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トタイム、フルタイム、こういう割り振りがあるわけですけれども、実態的にはフルとパートで

どんな感じなんですか。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石黒次長。 

企画部次長兼人事秘書課長（石黒 直人君） 

 人事秘書課、石黒でございます。 

 本市における会計年度任用職員につきましては、パートタイム職員がほとんどでございます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ほとんどということであります。こういう中で６０４人の方々が本市の中で仕事をしてみえる

わけであります。コロナ禍の下、懸命に業務を行ってきた職員の労苦に報いるためにも一時金の

引上げ。正規の方々も春に私、言ったんですが、こういったものはぜひ行わないことを願うわけ

であります。 

 もともと報酬水準は低いにもかかわらず、期末手当の支給月数が引き下げられると、いろんな

部分で大変なわけでありますけれども、あえてお聞きしますけれども、例えば、本市の報酬単価

の幅、これはフルとパートで、パートタイムの方だったと思いますけれども、愛知県の最低賃金

が１０月１日から９５５円だったのが９８６円になっていくんですよね。いろいろ本市の募集要

項を見ると、まだ１０月１日は来てないわけですけれども、例えば本市の場合、園務員さんは９

６９円、交通指導員も９６９円、保育士が１千１３９円ということで、最低賃金が１０月１日か

ら変わるわけですが、その辺についてもどのように今、考えられておるのかお聞きしたいと思い

ます。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 石黒次長。 

企画部次長兼人事秘書課長（石黒 直人君） 

 人事秘書課、石黒でございます。 

 委員おっしゃられるとおり、最低賃金の引上げが１０月から行われますので、そこには抵触し

ないような形で、最低賃金の低い方は引上げのほうを考えておりますが、上げ方につきましては、
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今、他市のことも研究しておりまして、給料表自体を上げるのか、単価だけ上げるのか、いろん

なやり方があると思います。今、検討中でございます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 会計年度任用職員の方々は勤勉手当が支給されていないという実態もあるかと思うわけであり

ます。コロナ禍において常勤・非常勤をはじめとする職員の皆さんが市民の期待に応えて、より

質の高い公務・公共サービスを確実に提供していく、このことが大事であります。職員の雇用の

安定と賃金・労働条件の改善確保が不可欠であるということを申し上げておいて、しっかりと職

員の給与の問題を見守っていきますので、職員の皆さんも前回引下げだったわけですけれども、

しっかりモチベーションも上がるように対応していただきたいということをお願いしておきます。 

 以上です。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ほかに質疑ございますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 これで質疑を終わります。 

 次に、議案第４４号 令和４年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案について、

歳入歳出続けて説明をお願いします。 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課長の三輪です。 

 議案第４４号 令和４年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案について御説明

いたします。 

 令和４年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の４２ページ、４３ページを御覧くださ

い。 

 初めに歳入です。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額６万９千円の減額、１節職員給
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与費等繰入金で、会計年度任用職員人件費です。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額７千８４３万９千円の増額、１節繰越金で、令

和３年度国民健康保険特別会計の精算に伴う繰越金です。 

 歳入につきましては以上です。 

 １枚はねていただきまして、４４ページ、４５ページを御覧ください。 

 続きまして、歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額６万９千円の減額、３節職員手当等と

４節共済費です。説明欄を御覧いただきまして、会計年度任用職員報酬等は期末手当の減額です。 

 ８款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、補正額７千８４３万９千円の増額、２７節

繰出金で、令和３年度国民健康保険特別会計の精算に伴う一般会計への繰出金です。 

 議案第４４号の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ここも会計年度任用職員の報酬等の減だということであります。そこのところは先ほど申し述

べましたので、一般会計の繰出金のところで精算に伴うものということであります。例年この時

期に補正で出されて出し入れをいろいろやって、一般財源からいろいろやられておると思うわけ

ですけれども、特に今年の場合、収納の初めの納める時期を、納期で若干ずらした部分がありま

した。そういうことが今年から新たに取り入れられて、何か運用の面で、精算金の部分とか何か

で影響というか、何か金の出し入れで変わってきた部分というのはあるのかどうなのかお聞きし

たいと思います。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課、三輪です。 

 納期変更したとか、そういうことで特段変更はございません。 

 以上です。 
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加藤 光則委員 

 分かりました。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ほかに質疑よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第４４号 令和４年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案について採決い

たします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 多 数 ＞ 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ありがとうございました。 

 賛成多数でございます。 

 よって、議案第４４号 令和４年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４６号 令和４年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案につい

て、歳入歳出続けて説明をお願いいたします。 

 三輪次長。 

市民環境部次長兼保険年金課長（三輪 好邦君） 

 保険年金課長の三輪です。 

 議案第４６号 令和４年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案について御説

明いたします。 

 令和４年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の７２ページ、７３ページを御覧くださ

い。 

 初めに歳入です。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額１万円の減額、１節職員給与費

繰入金で、会計年度任用職員人件費です。 

 ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額３千３９万３千円の増額、１節繰越金で、令和
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３年度後期高齢者医療特別会計の精算に伴う繰越金です。 

 ４款諸収入、３項雑入、１目雑入、補正額１千５１６万４千円の増額、１節雑入で、令和３年

度療養給付費負担金の精算に伴う広域連合からの精算金です。 

 歳入につきましては以上です。 

 １枚はねていただきまして、７４ページ、７５ページを御覧ください。 

 続きまして、歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額１万円の減額、３節職員手当等と４節

共済費です。説明欄を御覧いただきまして、会計年度任用職員報酬等は期末手当の減額です。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医

療広域連合納付金、補正額２２２万円の増額、１８節負担金、補助及び交付金で、令和３年度の

後期高齢者医療保険料等負担金の精算に係る負担金です。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、補正額４千３３３万７千円の増額、２７節

繰出金で、令和３年度後期高齢者医療特別会計の精算に伴う一般会計への繰出金です。 

 議案第４６号の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方、挙手をお願いします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 これで質疑を終了します。 

 議案第４６号 令和４年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案について採決

いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 多 数 ＞ 

福祉常任委員会委員長（松川 秀康君） 

 ありがとうございました。 

 賛成多数でございます。 

 よって、議案第４６号 令和４年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案につ

いては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 以上で福祉常任委員会に付託されました市民環境部所管の全議案についての審議は終了いたし

ました。 

 なお、健康福祉部所管につきましては、明日午前９時３０分から御審議いただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 これをもちまして本日は散会いたします。 

 早朝より御苦労さまでした。 

（ 時に午後 ３時２６分 閉会 ）  
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